
 

ナイジェリア連邦共和国 

ＨＩＶ/ＡＩＤＳ検査改善計画 

簡易機材調査報告書 

平成 17 年 3 月

（2005 年） 

独立行政法人 国際協力機構

無償資金協力部 



  

 

序文 
 
 

日本国政府はナイジェリア連邦共和国政府の要請に基づき、同国の HIV/AIDS検査改善計画にかかる
簡易機材調査を行うことを決定し、独立行政法人国際協力機構が平成 17年 3月 6日から 3月 26日まで
簡易機材調査団を派遣しました。 
 調査団はナイジェリア連邦共和国政府関係者と協議を行うとともに、計画対象施設などの現地調査を

実施しました。帰国後の国内作業を経て、ここに本報告書完成の運びとなりました。 
 この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つことを願う

ものです。 
 終りに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 
 
平成 17年  3月 
 独立行政法人国際協力機構 

 理事 小島 誠二 
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略語集 
略語 正式名称 備考 

ACTION ナイジェリアエイズケアと治療 
(AIDS Care and Treatment in Nigeria) 

PEPFARプロジェクト(US) 

ADB アフリカ開発銀行 
（African Development Bank） 

 

AIDS 後天性免疫不全症候群 
（Acquired Immune - Deficiency Syndrome） 

 

APIN ナイジェリアエイズ予防イニシアチプ  

（AIDS Prevention Initiative in Nigeria） 

PEPFARプロジェクト(US) 

ARV 抗レトロウィルス薬 

（Anti Retroviral） 
HIVの増殖を止める薬 

ART 抗レトロウィルス薬を用いた治療法 
（Anti Retroviral Therapy） 

 

CCM 国別調整メカニズム 
（Country Coordinating Mechanisms） 

グローバルファンドへのプロポ

ーザル提出の窓口機関 
CDC アメリカ疾病管理予防センター 

（Centers for Disease Control and Prevention） 
 

CHAN ナイジェリアキリスト教徒保健組合 
（The Christian Health Association of Nigeria） 

全国規模の 4000 を超える
さまざまなレベルの民間医

療機関のネットワーク 
CIDA カナダ開発庁 

（Canadian International Development Agency） 
 

CRS カトリック救済サービス 
（Christian Relief Service） 

NGO（US） 

DFID 英国国際開発庁 
（Department For International Development） 

 

DOTS 結核治療における直接監視下による短期化学療法 
（Direct Observed Treatment, Short Course） 

 

ELISA 酵素免疫測定 
（Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay） 

HIV 抗体の有無の測定に用
いる検査法 

FCT 連邦首都地区 
（Federal Capital Teritory） 

首都アブジャとその周辺 

FDA 米国食品医薬品局 
（US Food and Drug Administration）  

 

FHI 国際家族保健 
（Family Health International） 

NGO（US） 

GHAIN ナイジェリア世界 HIV/AIDSイニシアチブ 
（Global HIV/AIDS Initiative in Nigeria） 

PEPFARプロジェクト(US) 

GTZ ドイツ技術協力公社 
（Deutsche Gesellschaft für Techniche 
Zusammenarbeit） 

 

HEAP HIV/AIDS緊急活動計画 
（HIV-AIDS Emergency Action Plan） 

HIV/AIDS戦略 
（NACA作成） 



  

 

略語 正式名称 備考 
HMIS  保健管理情報システム 

（Health Management Information Systems） 
 

HIV  ヒト免疫不全ウイルス 
（Human Immunodeficiency Virus） 

 

IEC 情報教育コミュニケーション 
（Information, Education and Communication） 

 

IHV ヒトウィルス協会 
（Institute of Human Virology） 

メリーランド大学附属のウ

ィルス研究所 
JICA 独立行政法人国際協力機構 

（Japan International Cooperation Agency） 
 

LACA  県エイズ実行委員会 
（Local Government Action Committee on AIDS） 

 

LGA  県政府地域 
（Local Government Area） 

 

MAP 多国 AIDSプログラム 
（Multi-Country HIV/AIDS Program） 

世界銀行の支援プログラム 

NACA 国家エイズ実行委員会 
（National Action Committee on AIDS） 

国家レベルの HIV/AIDS政
策決定機関 

NAFDAC 国家食品医薬品管理庁 
（National Agency for Food and Drug Administration 
and Control） 

 

NASCP  国家エイズ・性感染症対策プログラム 
（National AIDS and STD Control Programme） 

連邦保健省内の HIV/AIDS
対策実施機関 

NBTC 国家輸血委員会 
（National Blood Transfusion Committee） 

 

NBTS 国家輸血サービス 
（National Blood Transfusion Services） 

 

NEACA 国家エイズ専門家諮問委員会 
（National Expert Advisory Committee on AIDS） 

NASCPの前身 

NGO   非政府組織 
（Non-Governmental Organization） 

 

NIMR        ナイジェリア医学研究研究所 
（Nigerian Institute of Medical Research） 

 

NIPRID 国立医薬品研究開発研究所 
（National Institute of Pharmaceuticals and Research 
Development） 

 

NNRIMS ナイジェリア国家対策情報管理システム 
（Nigeria National Response Information Management 
System） 

NACAとUNAIDSが実施して
いるプロジェクト 

NPC 国家計画委員会 
（National Planning Commission） 

 

NPI 国家予防接種プログラム 
(National Program on Immunization) 

 



  

 

略語 正式名称 備考 
PEPFAR 大統領エイズ救済緊急計画 

（The President’s Emergency Plan for HIV/AIDS） 
 

PLWHA HIV/AIDS と共に生きる人々 
（People living with HIV/AIDS） 

HIV感染者及び AIDS患者 

PMTCT HIV母子感染予防 
（Prevention of Mother To Child Transmission） 

 

PPP 公的－民間機関の連携 
(Public-Private Partnership) 

 

QA 品質保証 
（Quality Assurance） 

 

SACA 州エイズ実行委員会 
(State Action Committee on AIDS) 

州の HIV/AIDS 対策の政策
決定機関 

SACP 州エイズ対策プログラム 
（State AIDS Control Program） 

州保健省内の HIV/AIDS 対
策の実施機関 

SBTS 州輸血サービス 
（State Blood Transfusion Services） 

 

STI 性感染症 
（Sexually Transmitted Infection） 

 

TB 結核 

（Tuberculosis） 
 

UM メリーランド大学 
（University of Maryland） 

 

UNAIDS 国際連合エイズ合同計画 
（Joint United Nations Programme on AIDS） 

 

UNFPA 国際連合人口活動基金 
（United Nations Fund for Population Activities） 

 

UNICEF 国際連合児童基金 
（United Nations Children’s Fund） 

 

USAID 米国国際開発庁 
（United States Agency for International Development） 

 

VCT HIVに関する自発的カウンセリングと検査 
（Voluntary Counseling and Testing） 

 

WHO 世界保健機関 
（World Health Organization） 
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第１章 調査概要 

１-１ 要請内容 
当初要請： 
ナイジェリア連邦共和国（以下「ナ」国とする）が選定した全国の 35 検査所及び３血液銀行に対し、
簡易検査、梅毒検査、血液スクリーニング等を行うための機材調達（ELISA測定装置及び検査用試薬、
採血管立て、冷蔵庫、監視用車両等、要請金額：約４億円） 
 
追加要請（現地調査出発直前の非公式要請）： 
ARTにおける CD4検査を行うための CD４カウンター及び関連機材 
 
調査団から提案した資機材 
血液スクリーニングを行うための HIV 迅速検査キット（現地調査直前、血液スクリーニングのための
検査機材としてはELISAよりHIV迅速検査キットによる検査が主流になっているとの情報が入ったた
め、調査団の判断で調査対象とした） 
 
研修に関する要請： 
国別特設研修「ナイジェリア HIV感染予防対策コース」フェーズ 2 
現地国内研修（非公式要請） タイトルは未定、無償資金協力で調達する機材を使用した研修 
 
１-２ 調査目的 
①保健医療分野としては初の一般無償資金協力（2001年度簡易機材調査「予防接種体制整備計画」は 
 実施に至っていない）となることに照らし、無償資金協力の主旨・制度を十分先方へ説明し、理解を

得る。 
②プロジェクトの背景・目的及び内容を把握し、本件及び第２回現地調査を実施する必要性･妥当性を 
 判断するための情報を収集する。  
本件のプロジェクト目標は「HIV/AIDS検査体制が改善されること」であるが、検査と一口にいっ
ても予防、患者発見、治療、ケアといった各ステージで様々な種類の検査があり、それぞれのステー

ジで使用する機材も異なるため、より具体的に次の目標を想定し、調査の中で重点分野を絞ることと

した。 
・HIV感染予防の一環として、輸血用血液の HIVスクリーニングの改善 
・VCTサービス強化の一環として、VCTにおける検査体制の改善 
・エイズ患者の治療の体制整備の一環として、治療（ART）にかかる検査体制の改善 

③協議内容･結果について、可能であればミニッツにて「ナ」国側と確認する。 

④国別特設研修及び現地国内研修の内容、対象地域、無償資金協力との連携の可能性等を調査する。 

 
１-３ 対象地域 
当初要請は全国が対象であった。しかし、2001 年度簡易機材調査「予防接種体制整備計画」におい
て｢ナ｣国実施体制の脆弱さから実施が見送られたことと、「ナ」国では州の自治が極めて強く、連邦保

健省が各州の保健省間の調整機能を十分果たしていないと考えられたことから、全国を対象とするのは

困難と思われ、対象地域を絞り込むよう先方に依頼した。絞込みに際しては、６地政学ゾーン（各ゾー
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ン６州から成る｢ナ｣国の地域区分）のバランスに配慮する必要があるという「ナ」国固有の事情を考慮

し、各ゾーンから１州ずつ選ぶよう依頼した。しかし、現地調査開始直前まで回答はなかった。 
このため、出発直前に、我が方にてコギ、タラバ、ヨベ、カチナ、ザンファラ、エボニ、アビアの７

州（連邦保健省が 2005年に ARTを独自で新たに展開すると決定した州）と首都アブジャ、第２の都市
ラゴスを調査対象とすることとし、その旨伝達した。なお、2005年の ART展開の対象州としては７州
に加え、バエルサ、デルタがあるが、この２州は治安情勢が不安定なため、調査対象から割愛した。 
しかし、現地調査開始時、先方からアブジャ、ラゴスは他ドナーが支援していることから調査対象か

ら外すよう依頼を受けた。また、州の自治が非常に強いため、連邦保健省が各州の情報を予想以上に有

していないことも判明した。さらに、アブジャに最も近いコギを訪問した結果、州によって HIV/AIDS
対策の現状はかなりばらばらであることが推察された。このため、限られた調査期間にて７州全てを踏

査することは現実的でなくなり、UNFPAが HIV/AIDS対策に係る活動を展開中との情報が得られたア
ビアについて、ミニッツ署名後に調査を行った（連邦保健省は 2州とすることに難色を示し、4州を主
張したが、最終的には合意した）。この結果、調査を行った地域はコギとアビアの２州のみとなった。 
なお、国別特設研修及び現地国内研修の内容、対象地域、無償資金協力との連携の可能性を調査する

ため、首都アブジャにて、国別特設研修「ナイジェリア HIV 感染予防対策コース」の帰国研修員を集
めてワークショップを開催し、2002年～2004年まで実施された同研修の評価を行った。また、現地国
内研修を実施する場合に実施先の候補となりうるイバダン大学との意見交換を行った。 
 
１-４ 対象施設 
要請機材はいずれも３次医療施設または２次医療施設で使用されているので、今回調査では両施設を

調査対象とした。 
３次医療施設は連邦傘下の Teaching Hospitalと Federal Medical Centerが該当し、アブジャとラゴ
スを除く全ての州にどちらかは必ず設置されている(両方存在する州もある)。州によっては州立の
Teaching Hospitalを所有するケースもある。対象州では３次医療施設１～２箇所を訪問した。 
２次医療施設は主に州立医療施設で General Hospitalまたは State Hospitalと呼ばれ、全ての州に
複数箇所ある。対象州では２次医療施設１箇所を訪問した。 
これに加え、資機材をストックする倉庫について、ラゴスの連邦中央倉庫、アブジャの NPI用コール
ドルーム及び対象州のうちアビア州の州倉庫についても踏査を行った。 
 
１-５ 調査団の構成 

武藤 亜子  団長（総括） JICA無償資金協力部 業務第３グループ 保健医療チーム 
向山 由美  技術参与   国立国際医療センター 国際医療協力局 派遣協力第１課 
玉城 英彦  研修計画     北海道大学大学院医学研究科 教授 
古閑 純子  ドナー連携・調整 元 JICA「ナ」国事務所 企画調査員 
後藤 京子  エイズ対策調査  財団法人 日本国際協力システム 
藤原 好子  機材・運営計画１ 財団法人 日本国際協力システム 
谷垣 佳奈子 機材・運営計画 2 財団法人 日本国際協力システム 



  

3 

１-６ 調査日程 

 
１-７ 主要面談者 
国家計画委員会（National Planning Commission :NPC） 
Engr I. O. Adegun  
Suleiman Sani 

Director, International Co-operation Department 
Director of Hospital Services 

 
国家エイズ活動委員会（National Action Committee on AIDS: NACA） 

Babatunde Osotimehin Chairman of NACA 

 
国家食品医薬品管理庁（National Agency for Food and Administration and Control: NAFDAC） 
IjeomaP. C. Nnani 
Chibuzo Angela Eneh 

Deputy Director 
Regulatory Officer 

第１回現地調査　日程表

順 日 曜日 総括 技術参与 ﾄﾞﾅｰ連携・調整 機材・運営計画１ ｴｲｽﾞ対策調査 機材・運営計画2 研修計画

（11日間、武藤） （14日間、向山） （15日間、古閑） （藤原） （後藤） （谷垣） （9日間、玉城）

1 3/6 （日）

2 7 （月）

3 8 （火） 10:00　ﾆｬﾝﾆｬ州立病院
14:00　NIPRD
16:30　連邦保健省

4 9 （水） 成田（13:30 JL411）→ｱﾑ
ｽﾃﾙﾀﾞﾑ→（17:35）

コギ州へ
12:00 ﾛｺｼﾞｬ連邦医療ｾﾝﾀｰ

5 10 （木） ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ（14:20　KL577
→ｱﾌﾞｼﾞｬ
（20:55着）

8:00　ﾛｺｼﾞｬ連邦医療ｾﾝﾀｰ
10:00 州保健省
13:00 ｵｹﾈ州立病院
14:00 ﾛｺｼﾞｬ連邦医療ｾﾝﾀｰ

6 11 （金） 8:30 表敬訪問: NPC
9:30 表敬訪問: NASCP
10:30 ﾁｰﾑ検討会

10:30 ﾁｰﾑ検討会 総括と同スケジュー
ル

7 12 （土） 成田（13:30　JL407）
→ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ

8 13 （日) (13:30　LH562）→ｱﾌﾞ
ｼﾞｬ（19:30着）

9 14 （月） JICA
NASCP打ち合わせ

10 15 （火） 9-12:00JICA主催ﾜｰｸ
ｼｮｯﾌﾟ
Site visit to NASCP

11 16 （水） ﾗｺﾞｽへ移動
9:30 連邦中央倉庫
12:00 ﾗｺﾞｽ州中央倉
庫
13:30 NIMR
ｲﾊﾞﾀﾞﾝへ移動

12 17 （木） カレッジ大学病院
アブジャへ

13 18 （金） NASCPへ報告
JICA
ｱﾌﾞｼﾞｬ発（21:10
LH563）→

14 19 （土） ﾌﾗﾝｸ（20:20　JL408）

15 20 （日) 資料整理 →成田（15:40）

16 21 （月） 9:00 CDC

17 22 （火） 10:30 NAFDAC

18 23 （水） 10:00 CIDA
14:00 UNICEF

19 24 （木）

20 25 （金）

21 26 （土）

22 27 （日)

Abujaへ移動

9:00 NASCP
10:00 Abuja NPI用ｺｰﾙﾄﾞﾙｰﾑ
14:30 HIV/AIDS検査キット供給者とのMtg
15:30 JICAへ報告

成田（15:50着）

14:00 UNFPA
15:30 NASCP
追加調査にかかる団内打合せ

資料整理

アビアへ移動

ｱﾌﾞｼﾞｬ発(09:35 BA082)→ﾛﾝﾄﾞﾝ(15:00)→(19:00JL) プロジェクト形成
調査団に合流

Meeting with NASCP:先方の都合でキャンセル

ｱﾌﾞｼﾞｬ発（09:35　BA082）→ﾛﾝﾄﾞﾝ（15:00）→
（19:00JL）

成田（15:50着）

8:30 州保健省
12:00 アマチャラ州立病院
14:00 州立中央倉庫

9:00 UNFPAアビア事務所
11:00 ｳﾑｱﾋｱ連邦医療ｾﾝﾀｰ
14:00 ｱﾊﾞ大学病院

9:00 ｱｿｺﾚ教育ｾﾝﾀｰ
11:00 ﾁｰﾑ検討会

成田（12:00　JL401）→ﾛﾝﾄﾞﾝ（15:40着）→（15:40発BA083）

資料整理　等

資料整理　等

14:00 連邦保健省: ミニッツ協議 ﾗｺﾞｽへ移動
9:30 連邦中央倉庫
12:00 ラゴス州立中央倉庫
13:30 NIMR

13:00 連邦保健省:ミニッツ協議
M/D署名
JICA現地事務所, 大使館への報告
追加調査にかかる団内打合せ

M/D署名

追加調査にかかる団内打合せ

9-17:00 ｻｲﾌﾛｰ研修会9-12:00 ジョス州立大学病院（Dr.Idocoとの面会）

9-12:00　JICA主催ワークショップ
連邦保健省:ミニッツ協議：先方の都合でキャンセル

→ｱﾌﾞｼﾞｬ（05:25着）
11:00　ﾄﾞﾅｰ会議出席
14:00　JICA
15:00　大使館
16:00　DFID

10:00 USAID, Catholic Relief Services
14:00 NACA
16:00 連邦保健省
11:00 World Bank
15:30 WHO
09:00 FHI
11:00 IHV, Nigeria
14:00 UNAIDS, UNFPA

技術参与と同スケジュール

プラトー州へ移動
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連邦保健省（Federal Ministry of Health :FMOH） 
Edugie Abebe 
O. O. Omoyele 
I. E. Ashafa 
Y. A. Oloyele 

Director of Public Health 
Deputy Director of Federal Medical Stores 
Assistant Director of Federal Medical Stores 
Assistant Chief Pharmacist 

 
国家エイズ・性感染症対策プログラム（National AIDS and STD Control Programme: NASCP） 
Adedeji Aderayo 
Asadu 
Bako Deborab 
Pepehia Agbi 
Gabriel O. Ikwulono 
Araoye Segilola 
Uzono Levi G 

Laboratory Component 
Opportunistic Infection Department 
Medical Officer of Monitoring and Education 
Services and Research 
Senior Science Laboratory Technologist 
Head Planning Cell 
Medical Officer of ARVs 

 
ラゴス連邦中央倉庫 (Federal Central Warehouse) 
O.O.Omoyele Director 
 
アブジャ NPI用コールドルーム 
Andrew Etsand National Cold Chain Officer(NPI) 
 
コギ州保健省（Kogi State Ministry of Health） 
Martus Ouel Idermo  
Ach A. H. Akor 
Olarunfemi Jf 
A. Abubakari 

Commissioner of Health 
Roll Back Malaria Manager 
Director of Primary Health Care 
Principal of Medical Officer 

 
コギ州 ロコジャ連邦医療センター（Lokoja Federal Medical Center in Kogi State） 
Mamoh Anate 
S. A. Osanaly 
Nwozuzu N.S. 
I Obaje 
J. O. E. Jolsyeni 
U. O. Olono 
M. S. Out 

Medical Director 
Head of Clinical Services 
Principal Planning Officer 
Head of Pharmacy 
Pharmacist 
Stock House Officer 
Director of accountant 

 
コギ州 オケネ州立病院（Okene General Hospital, Kogi State） 
 
Agogi Ayo Emmannel 
Co Yakubu 

 
Pharmacist 
Head of Laboratory 
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アビア州保健省（Abia State Ministry of Health） 
C. N. Umezie 
O.Hwokocha 
R. O. Ezeala 
Munaonge C. Jude 
O. U. Oji 
J. O. Uzoatuegon 
O.O. Madukwe 
A. C. Origa 
A. E. Chukusuocha 
C. O. Madubuike 
T. E. Okpara 

Permanent Secretary 
State Epidemiologist 
Director of Planning and Research 
HIV/AIDS Specialist, State Action Committee on Deputy 
Director of Department of Public Health and PHC 
Director of Medical Services 
Project Manager 
Director of Public Health and PHC 
Director of Nursing Services 
Director of Pharmacy Services 
Director of Administration 

 
アビア州保健管理委員会（Abia State Health Management Board） 
A. I. Oryeaso  
S. N. Chibunoly 

Chief Executive  
Director of Nursing 

 
アビア ウムアヒア連邦医療センター（Umahia Federal Medical Center, Abia State） 
C. Onuoha 
O. Chijioke 
Abali Chulcu 
Usah A O 

Medical Diretor 
Head of Administration 
Head of Clinical Services 
Laboratory Department 

 
アビア州立大学病院（Abia State University Teaching Hospital in Abia State） 
Augustus Ugwumma 
J. C. R. Eluwah 
E. Ogwo 

Medical Director 
Chairman of Medical Advisory Committee 
Director of Administration 

 
アビア アマチャラ州立病院（Amachara General Hospital, Abia State） 
A D. I. Ogdonas 
I. E. Ibekwe 
I. Elezua 

CMO 
Director of Department of Pharmacy  

 
国立医薬品研究開発研究所 

（National Institute for Pharmaceutical Research and Development :NIPRD） 
Uford S Inyang 
Victoria Eyo 
Rose L Jiya 
Egieteh. S. A. 
Donda Oladepo 
Negedu Nlomoh OR 
Peters Oladosu 
Kolo Ibrahim 

Director-General/Chief Executive Officer 
Acting Head 
Assistant Nurse 
Pharmacist 
Senior Research Fellow 
Research Fellow 
Research Fellow 
Deputy Director/Research 
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アブジャ ニャンニャ州立病院（Nyanya General Hospital in Abuja） 
A. Ebedi 
Imackeji Smart Osagu 
Cherlse Olcoedo 
Moses Apeverga 
Babcnde R Oclnob 
Rabi Ufeli Uma 

Director 
Medical Laboratory Scientist 
Medical Laboratory Scientist 
Medical Laboratory Technician 
Medical Laboratory Assistant 
Medical Laboratory Technician 

 
ジョス大学病院 (University of Jos Teaching Hospital, Jos, Plateou State) 
J. A. Idoko 
Godwin E. Imade 

Professor of Medicine & Consultant Physician 
Senior Research Fellow 

 
国際連合エイズ合同計画（Joint United Nations Programme on AIDS: UNAIDS） 
Lyn Haslett-Hawkins 
Pierre Mpele 
Dyr Haslett-Hawkirs 

Institutional Development Advisor 
UNAIDS Coordinator 

 
国際連合人口活動基金（United Nations Fund for Population Activities: UNFPA） 

Lucy Idoko 

Bola Lana 

Assistant Representative, Reproductive Health 

Programme Adviser in Abia State 

 
国際連合児童基金（United Nations Children’s Fund: UNICEF） 

Abdulai Tinorgah 

Abiola Davies 

Sarah Hamiduddin 

Chief, SECC(Health) Section 

Project Officer HIV/AIDS 

Resource Mobilization Officer 

 
世界銀行（The World Bank Country Office） 

Jane C Miller HIV/AIDS Specialist 

 
世界保健機関（World Health Organization: WHO, Regional Office for Africa） 

Mohammed Belhocine WHO Representative, Nigeria 

 
アイルランド開発協力公社（Development Cooperation Ireland） 

Russell Hanley Aid Attache 

 
カナダ開発庁-プロジェクトサポートユニット（Canadian International Development Agency: CIDA-PSU） 

Kenna Owoh Director 

 
ドイツ技術協力公社（Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit: GTZ） 

Marcus Ilesanmi GTZ HIV/AIDS Officer 
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英国国際開発庁（Department For International Development: DFID） 

Munirat Ogunlayi Assistant HIV/AIDS Adviser 

 
米国国際開発庁（United States Agency for International Development: USAID） 
Polly Dunford 
Karen Kasan 

Team Leader 
Deputy Team Leader 

 
アメリカ疾病管理予防センター（Centers for Disease Control and Prevention: CDC） 
Joseph Nnorom Medical Epidemiologist 
 
カトリック救済サービス（Catholic Relief Services: CRS） 
Dahlia McGregor 
David Roth 

ART Coordinator, Catholic Relief Services 

 
国際家族保健（Family Health International: FHI） 
ohammed Ibrahim 
Robert Chiegil 
Cartier Simon Auta 
Ali Johnson Onoja 
Jide Keshinro 

Director Medical Service 
Senior Program Officer  
Senior VCT/PMCT/Advisor 
Senior Laboratory Advisor 
Senior Clinical Services Advisor 

 
放射線生物学研究所（Institut fur Strahlenbiologie） 

Wolfgang Göhde University Professor 

 
パルテック（Partec） 

Andreas Kuchler Dipl.-Ing. 

 
ナイジェリア ヒトウィルス協会（Institute of Human Virology: IHV, Nigeria） 
Patric Dakum 
Alash’le G Abimiku 
Anuli Ajene 

Deputy project director of ACTION Project 
Assistant Professor 
Manager of Health Program 

 
GEM医学研究所（GEM Medical Laboratories） 

Austine A nzurumike  

 
１-８ 調査結果概要 
「ナ」国の HIV感染者数（360万人1－全世界の感染者数の約 10％2）や、急激な罹患率の増加（1992

年度の 1.8％から 2002年の 5.8％）に照らし、予防・治療の一環として HIV/AIDS検査体制の整備が
不可欠かつ緊急であることに疑いの余地はなく、協力の必要性は高い。しかし、今後の協力を検討し

                                                  
1 UNAIDS: Nigeria Epidemiological Fact Sheets on HIV/AIDS and Sexually Transmitted Infections(2004)より引用 
2 National Health Sector Strategic Plan for HIV & AIDS in Nigeria 2005-2009 (draft)より引用 
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ていく前提として、HIV/AIDS対策の特殊性を視野に入れる必要がある。 
HIV/AIDS は EPI、結核等と違って比較的新しい課題であるため、予防、治療、ケアといった各種

対策についての方針は、未だ変化の途上にある。本件についても、要請時点では輸血用血液スクリー

ニングのための検査に重点が置かれていたが、現地調査出発前の時点では、重点は治療にシフトして

いた。また、治療に用いる検査手法や機材も、短期間に進化している。このような状況は「ナ」国に

限ったことではなく、拡大する HIV感染と有効なアプローチ開発との競争とも言える。各ドナーは有
効なアプローチを模索しつつ、得意な課題に絞り、足の速い支援を集中的に行っているのが現状であ

る。悪く言えば場当たり的ではあるが、急速に深刻化する HIV/AIDS の蔓延を、とにかく食い止める
ための迅速な支援ともいえる。我が国が HIV/AIDS 対策に対する協力の方向性を検討する際には、こ
のような HIV/AIDSという感染症の特殊性を考慮に入れる必要がある。 
かかる点を考慮して、本件を無償資金協力というスキームのもとで進めようとすると、以下（１）

～（３）が課題として指摘され、本件を進めること、即ち 7州に対し、ELISA測定装置、CD4カウン
ター、HIV 迅速検査キットをを無償資金協力により調達することは、困難といわざるを得ない。した
がって、第２回現地調査も実施しない。 
国別特設研修「ナイジェリア HIV感染予防対策コース」については、HIV/AIDS対策にかかる支援

の緊急性に鑑み、引き続きフェーズ２を行うことが望ましいと思われる。現地国内研修については、

無償資金協力を進めることが困難と想定されるので、無償と連携する内容では実施しない。 
なお、ミニッツ協議においては、本件を進めることの妥当性を確認すること、即ち 7 州を対象に

ELISA 測定装置、HIV 検査キット、CD4 カウンターを調達するという前提で先方との協議に臨んだ
が、帰国後、この前提では本件を進めることが困難と判断するに至ったので、以下（１）～（３）は、

ミニッツ協議時のポイントに、帰国後の分析を加筆した。 
（１） HIV/AIDS対策を新規に導入する州を対象とすることについて（ミニッツ 6-1に加筆） 
 当初の調査対象である 7州は、｢ナ｣国政府が 2005年度に新規に ART導入を決定したとのことで
あったが、具体的な拡大計画は連邦保健省から入手できず、ART センター設置のための予算も、
NASCPから入手した予算書には盛り込まれておらず、今後の具体的な進め方も確認できなかった。
連邦保健省が設置した既存 25箇所の ARTセンターは稼動しているが、新規拡大分についての具体
的な検討は、遅れているといえる。 
他ドナーの支援活動を視察したところ、実行計画の策定や同計画を稼動させるためのマネージメ

ント支援（例えば ARTセンターの運営経費や消耗品の内陸輸送費等）も丸抱えで実施していた。こ
のような支援であれば、先方の検討が多少遅れていても支援を進めることはできる。しかし、我が

国の無償資金協力は、相手国政府の上位計画や具体的な実行計画があるだけでなく、それらが現実

に稼動している中で、必要なポイントに集中的に投入を行って初めて、効果を発揮する。もちろん、

技術協力により稼動支援を行うといったことも考えられるが、｢ナ｣国の場合、治安情勢などの制約

要因がある。先方の予算措置を伴う具体的な実行計画が全く確認できない状況では、新規拡大州に

対して無償資金協力による支援を検討することは、難しいといわざるを得ない。 
（２） 対象州及び対象施設の現状を把握することについて（ミニッツ 6-2、6-5に加筆） 
今回訪問したコギとアビアは、自州が連邦保健省による新規 ART導入の対象となったことを承知
していなかった。両州とも、独自に HIV/AIDS対策を検討し、一部実施している。コギのオケネ州
立病院では ART を開始しており、VCT センターも設置されているとのことであり、アビアでは、
UNFPAと協力して VCTセンターを開設予定とのことであった。しかし、活動計画や予算などの書
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面はいずれの州でも入手できなかった。一方、連邦保健省は両州のこのような計画や現状を全く把

握していない。 
 また、連邦、州ともに医薬品保管のための倉庫を有してはいるが、両州における国･州レベルの調

達･物流システムは確認できなかった。HIV/AIDSスクリーニング検査や治療に使用する薬は施設ご
とに調達しているとのことであり、調査した範囲では、施設のトップのマネージメント能力が調達･

物流システムに大きく影響していた。他州の現状は今回調査できなかったが、州、施設によりかな

りばらつきがあることは容易に推察される。したがって、各種資機材の調達支援を検討するには、

施設ごとの詳細な情報を入手する必要がある。上述したように連邦保健省は州の現状を全く把握し

ていないので、このような調査は対象州を予め絞って実施する必要があり、調査そのものにも相当

な労力、コストを要すと考えられる。また、調査の結果、無償資金協力として妥当な規模の設計内

容を構築できるか、不透明である。 
（３） 検査方法･資機材の進化について(ミニッツ 6-4に加筆) 
 冒頭述べたように、HIV/AIDS は新しい課題であるため、各種検査の手法や使用する資機材も速
い速度で変化する。例えば治療方針を決定するための CD4カウント検査に用いる機材として、出発
前の情報ではダイナビーズ（銘柄)が主力とのことであった。しかし、現地入りしたところ、コール
ター、サイフロー、ファックスカウントの３種類の機材が使用されていた。HIV迅速検査キットも、
ドナーによって異なるキットが使用されている。変化の速度が速いためか、使用する資機材につい

ての方針は各ドナーが決定しており、｢ナ｣国政府としての一貫した方針は打ち出されていない。機

材によって使い方は異なり、使用方法に関する研修もドナーが丸抱えで実施している。 
このような状況では、適切なタイミングで適切な銘柄の機材を調達する必要があるので、仕様決

定から納品に２年を要す無償資金協力のスキームを活用して、かかる資機材を調達するのは困難と

いえる。 
（４） ミニッツ協議について 
コギの調査を了した後のミニッツ協議において、無償資金協力により、7州を対象として ELISA
測定装置、HIV 迅速検査キット、CD4 カウンターを調達するには、様々な課題があると指摘した。
しかし、先方は「連邦保健省による各種政策はできているのだから、ドナーが実施できないという

のはおかしい。コギを見ただけで、全てを判断されても困る」という反応であり、政策の実施にま

で踏み込む姿勢はうかがえなかった。 
調査団からは、「コギだけを見て全体を言うつもりはないが、少なくともコギでは連邦保健省の戦

略が実態に反映されておらず、ギャップを埋めるための施策等もない。他州がコギと同様とは限ら

ないと言っても、各州の状況を連邦保健省は把握していない。この状況では、無償資金協力による

支援を検討するに当たって、対象州の現状を詳細に把握する必要がある」と伝え、調査対象州を７

州から 2州に絞ることを提案した。しかし、先方はアビアを調査対象とすることは合意したものの、
「7州を対象とする旨大臣の承認を得たので、1～2州では困る。せめて 4州にしてほしい」という
対応であった。 
連邦保健省は他ドナーのような丸抱えの支援を我が国に期待していたとも考えられる。いずれに

せよ、このように双方の主張は平行線のままであり、ミニッツには両論を併記するにとどまり、合

意には至らなかった。 
なお、ミニッツ 6-3については提言として帰国後の分析を加えて後述（47頁 4－2）し、ミニッツ

6-6～6-8についても要請機材の妥当性として帰国後の分析を加えて後述（42頁 2－5）した。 
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第２章 要請の確認 
２-１ 要請の経緯 
「ナ」国」ではマラリア、下痢症、肺炎、麻疹、破傷風等の感染症が蔓延しているのに加え、近年、

HIV感染者の増加が深刻な問題になっている。HIV感染者数は、1992年には総人口の 1.8％であった
が、2003年末には 5.4％（360万人）となり 1、全世界の感染者数の約 10％を占めている 2。「ナ」国

政府は HIV/AIDS対策を国家の重要な課題と認識し、「HIV/AIDS Emergency Action Plan (HEAP)」
(2001 年)を定め、同プランに基づいて法整備、感染者及び家族の人権保護、啓蒙活動の促進等を含む
国家エイズ・性感染症対策プログラム（NASCP）が行われている。米国も 2003年、PEPFARを発表
し、「ナ」国を含むアフリカ 15カ国に対し、2004年から５年間の計画で総額 150億 USドルの支援
を表明、そのうち「ナ」国には 2004年に 59百万 USドル、2005年には 81百万 USドルを拠出し、
2006年には 127百万 USドルの支援を計画している。 
我が国は、オバサンジョ大統領の訪日（2001年）等の機会をとらえて「ナ」国に対し、HIV/AIDS

を含む感染症対策分野における協力の拡充を表明した。また、日米コモン･アジェンダ3に基づき、保健

分野の日米合同プロジェクト形成調査対象国として「ナ」国が選定され、第１次（2001年度）及び第
２次（2002年度）プロジェクト形成調査団を派遣し、保健医療分野における USAIDとの連携案件の
形成を図った。その結果、無償資金協力案件の候補として、安全な血液の供給に資するための機材調

達が提案され、「ナ」国政府は、全国 35検査所及び３血液銀行を対象とし、ELISA測定装置等の調達
に必要な資金につき、我が国に対し、無償資金協力を要請した。なお、日米合同プロジェクト形成調

査の結果として、国別特設研修「ナイジェリア HIV感染予防対策コース」が 2002 年度から３年間実
施され、2005年度からフェーズ２の実施が見込まれている。 
一方、「ナ」国政府は 2002年から、治療の一環として患者に対する ARV4投与及び治療方針決定の指

標に用いられる CD4 カウント検査5を実施しており、CD4 カウンターについては緊急性が高いとして、
医療特別機材による調達を要請したが、2004 年度は採択が見送られた。このため、「ナ」国政府は無
償の要請に CD4カウンターを追加したい旨、非公式に表明している。加えて、ELISA測定装置、CD4
カウンター、いずれについても機材の使用者（検査技師）等に対する現地国内研修が非公式に要望され

ているが、無償資金協力と連携する内容ということ以外に研修の目的、研修対象といった検討は進んで

いない。また、国別特設研修フェーズ２（2005 年夏実施予定）についても、フェーズ１の一般的な政
策的アプローチ支援から、「ナ」国特有の政策支援ニーズに主眼を置いた研修カリキュラムを策定する

必要に迫られている。 
なお、現地調査開始前、血液スクリーニングを行うための検査機材としては、HIV迅速検査キットが
主流になっているとの情報が入ったため、調査団の判断で HIV 迅速検査キットについても調査対象と
した。 
 

                                                  
3日米コモン・アジェンダ：将来の世代が直面することになる重大な地球的規模の課題に対して両国政府と民間が参加し
て取り組んでいる二国間協力 
4 ARV：HIVの増殖を阻害する医薬品 
5 CD4:血中の免疫成分。HIVは CD4陽性細胞を破壊して感染者の免疫力を低下させる。CD4カウント（CD4陽性細胞
数）はHIV感染者の免疫状態を表し、AIDS治療のための重要な指標になる。成人の正常値は 600～1400/µlであり、
一般には、この値が 200/µl以下の場合、ARTを開始すべきだとされている。 
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２-２ 要請の背景 
２-２-１ 「ナ」国における HIV/AIDSをとりまく環境 

(1) HIV/AIDSの現状 
「ナ」国では、1986 年に最初の AIDS 患者が報告されて以来、感染者数は確実に増加し6（図１）、

2003年の調査では HIV感染者は人口の約 5.4%にあたる 360万人と推定され 1、この数は南アフリカ共

和国、インドについで世界第３位、世界の全感染者の約 10%に相当する２。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１．「ナ」国における HIV感染率の推移 6 
 

「ナ」国における HIVの感染の拡大は 80%が異性間性交渉に起因しているため7、経済活動に直接貢

献する 15～49歳の年齢層に対する影響が大きく、特に 20～24歳の年齢層で 6.5%と最も高い罹患率を
示している 1。「ナ」国での AIDSによる死者は 2002年には 20万人、累計約 140万人となり 7、主な死

因の１つとなっている。このような HIV/AIDSの蔓延は、「ナ」国の平均余命にも影響を及ぼしており、
1990年には 53歳であった平均余命は 12003年には 47歳まで低下している8。また、妊娠・出産を経験

する 15歳から 49歳の女性の間での罹患数は約 190万人 1と全感染者数の半数以上を占めており、母子

感染などによる次世代での更なる感染の拡大が深刻である。同時に、両親を AIDSにより亡くした AIDS
孤児も 180万人と推定されており 1、この点でもHIV/AIDS問題の社会に与える影響の大きさが伺える。 
また、NASCP 作成資料 6では、「ナ」国における HIV の主な感染ルートは異性間性交渉であるが、

14%は HIVを含む血液の輸血によると報告されている9。しかし、同資料 6によると、1999年以降の輸
血に関するデータがないとのことであり、データの取得欠如、すなわち連邦保健省で現状を把握できて

いないという問題がある。また、1999 年時の調査では、輸血前検査をしているのは 47%の専門病院、
6%の一般病院であり、親類や売血者から提供された血液の多くは、検査用試薬の不足、もしくは患者が
検査費用を負担できないことを理由に定常的にスクリーニングを行っていないとのことであった。近年

では、HIV迅速診断キットの普及によりスクリーニングが容易になったと考えられるが、連邦保健省で
実施状況を把握していない、使用する検査キットの精度の問題、血液の取り扱いのための法整備など、

解決すべき課題が考えられる。 

                                                  
6 Situation Response Analysis to the Health Sector Response to HIV/AIDS in Nigeria(draft)より引用 
7 Nigeria Rapid Assessment of HIV/AIDS Care in the Public and Private Sectorsより引用 
8 World Bank: Nigeria At a glanceより引用 
9 Nigeria blood transfusion first(BBC News)より引用 

0

1

2

3

4

5

6

7

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
（年）

H
IV
　
感
染
率
（
％
）



  

12 

「ナ」国では、輸血血液の安全性確保については連邦保健省の病院サービス課が管轄しているが、各

種 HIV/AIDS対策を遂行するため、1986年に NEACAを設立し、その後さまざまな委員会を統合しな
がら 1991年には NASCP、2000年には NACAを設立し、国家レベルでの対策を行ってきている10。し

かし、上述した患者の増加、輸血血液の安全性確保の現状からは、現時点での HIV/AIDSに対する医療
サービスが予防・治療・ケアの包括的なサービスとして十分機能しているようには見受けられない。ま

た、未だにHIV/AIDSに対する偏見も根強いとの報告もある11。同時に「ナ」国では、女性の社会的地

位が低く、女性が HIV 感染の予防などに自身の意志を反映できない、また感染した場合には差別を受
けるため適切なケアを受けられないなどといった問題が女性の高い罹患率に影響しているとの報告も

ある。以上のような状況から、相当数の感染者が未だ特定されておらず、更なる感染を引き起こす危険

性も高いといえる。 
このような現状を踏まえると、「ナ」国において HIV/AIDS の及ぼす社会・経済への影響は非常に深
刻であり、現状を改善するためには、予防・治療・ケアを含む包括的な HIV/AIDSサービスの確立及び
利用率の向上のための早急な対応が必要である。 
 
(2) HIV/AIDS対策の実施体制 
「ナ」国における HIV/AIDS対策の実施体制を図２に示す。 

図２．「ナ」国の HIV/AIDS対策に係る組織図12 
 

①NACA 
「ナ」国では大統領府直属の NACA（国家レベルの HIV/AIDS政策決定機関）を設置し、HIV/AIDS
対策にかかる包括的政策立案及び 17の関係省庁間の調整を行っている。NACAは、HIV/AIDSに対す
る国家的戦略である HEAP を作成し、グローバルファンドから得た資金を基に、NASCP を通して医
療従事者（医師、看護師、検査技師、薬剤師など）の研修、ならびに PMTCT 及び既存の 25 箇所の
ARTセンターに対する ARV購入を実施している。金額は最初の２年間で 26.5百万 USドル、そのう

                                                  
10 Plan to scale-up antiretroviral treatment for HIV or AIDS in Nigeriaより引用 
11 Nigeria National HIV/AIDS Response Review Report 2001-2004より引用 
12 NASCP、アビア州保健省からの聞き取り調査より作成 
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ち 2百万ドルが 2003年に支払い済みである。また、NACAは「ナイジェリア HIV/AIDS パートナー
シップ13」の運営機関として、このパートナーシップに参加する政府機関、市民社会（PLWHA14、NGO
など）、民間機関、研究機関、ドナーといった様々な組織の HIV/AIDS活動の調整を行っている。 
ただし、国家 ART 委員会15の議長を務めているジョス大学病院のイドコ教授は、グローバルファン

ドからの資金が連邦政府の官僚体質により支出されておらず、結果として必要な ARVを購入できずに
患者の負担が軽減されていないため、このままではグローバルファンドの支援を得られなくなるという

懸念を示している。（詳細は 35頁「2－2－2－(8)」を参照） 
また、NASCPの作成した資料６によると、世界銀行が 2001年から 2005年までマルチセクターAIDS
プログラムとして 93百万 USドルを支援し、NACA、SACAを経由して関係省庁ならびに州政府、市
民団体等に配分することになっているが、ここでも適切な予算の活用がなされていない、予算運営のた

めの能力がない、等の理由により進捗していないと報告されている。（詳細は 34頁「2－2－2－(5)」を
参照） 
 
②NASCP 
NASCP（国家レベルの政策の実施機関）は連邦保健省公衆衛生課に属し、PMTCT、VCT、日和見感
染症予防と治療、ART、ホームケア、STI 予防・治療などの HIV/AIDS 対策のための各種プログラム
を展開している。2005年に NASCPが作成した報告書６によると、NASCPに配布された予算について
は、2002年は輸血の安全性確保のみに使用、それ以降は ARV購入のみに使用しているとのことであり、
NASCPの担当者の聞き取り調査でも、連邦政府からの予算は給与などの経常的経費を除く事業予算の
すべてを ARV購入に充てているとのことであった。主な NASCPの予算は、NACAを経由して割り当
てられるドナーからの支援であり、VCTの拡大計画予算は世界銀行、PMTCTや ARTの拡大計画予算
はグローバルファンドにより拠出されている。 
 
③州・地方レベル 
連邦保健省によると、州レベルでは州知事直下に SACA という機関が設置されており、NACA と連
携を取りながら HIV/AIDSに関する省庁間の活動を調整している。また、州保健省下に実施機関である
SACPが設置されている。州内の LGAレベルでも同様に、LACAと LACPがある。合計 774の LGA
のうち、529（全 LGAの 68%）で LACAが設立されているが、そのうち 134（同 17%）の LACAのみ
が積極的な活動を行っている。「ナ」国連邦政府の発行する報告書 11によると、ほとんどの SACA・LACA
は機能しておらず、SACA間で能力の格差が顕著であること、多くの SACAは包括的機能を持ち合わせ
ておらず、保健セクターが中心になっているとのことである。SACAの運営上の課題としては、技術支
援不足・財政不足の解決、実施要綱の整備があげられている。 
 
④NACAと NASCPの連携について 
 NACA と NASCP の連携について、現状について両機関からは特筆すべきコメントはなかったが、
訪問時に入手した資料６によると NACA と NASCP を含む関係省庁との間には予算配分の遅延が指摘

                                                  
13 HIV/AIDSの拡大を予防し、状況を改善するために、政府・NGO・市民団体など約 20のHIV/AIDSに関連する団体
の協調を諮ることを目的に設置された組織。 

14 PLWHA:People living with HIV/AIDSの略。HIV/AIDSと共に生きる人々としてHIV感染者及びAIDS患者を指す。 
15 ART拡大のための国家委員会。政府主要機関・ドナー・NGOなどの代表者が構成メンバーとなる。 
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され、このことがプロジェクト実施の際の大きな妨げとなっている可能性が示唆される。具体例をあげ

ると、世界銀行では 2001年から 5年間で 90.3百 USドルの支援（MAP）を計画しており、NACAか
ら各省庁の年間行動計画に応じて必要額を予算配分するシステムになっており、連邦保健省の割り当て

分は 1年あたり上限 40万 USドルである。しかし、実際には全体として 16百万 USドル、連邦保健
省ではわずか 2.5万 USドルしか使用していないとのことであった。また先（18頁 「2－2－1 (2) ①」）
で述べたように、グローバルファンドの予算についても各担当部署への資金分配の遅延が問題となって

いる。NACAは予算配分の遅延理由を NASCPの能力不足としている一方で、NASCPは計画の進捗し
ない理由の一つとして予算不足を挙げており、NACA、NASCP間の連携の強化とそれぞれのプロジェ
クト実施能力の向上が急務の課題である。 
 
⑤連邦組織と州・地方レベルの連携について 

NASCPによると、NACAは SACAと、SACAは LACAとそれぞれ連携を取り、対策方針を明示し、
それを基にNASCP、SACP、LACPが同様に連携を取って活動するとのことであった。NACAとSACA、
LACAの連携については詳細を確認できなかったが、NASCPは NASCPと SACPの主な連携内容を以
下のように示した。 

• 年１回活動評価会議を開き、全州の SACPが集まって評価結果について協議する。 
• 新政策を策定する場合は、各地政学的地域より選ばれた６つの SACPが集められ協議を行う。 
• NASCPの決定事項はガイドライン等も含めて SACPに伝えられ、SACPはそれに従って各州で

の計画を作成していく。 
• SACPは毎月 NASCPへ活動報告をする。 
しかし、これらの連携はうまく機能していないのが現状である。例えば連邦保健省は、2005 年に新

規に ART導入を決定した各州の状況を把握していなかった。国家 HIV/AIDS対策策定用の資料 11内に

おいても、NACA、SACAと LACAの連携ならびに NASCP、SACPと LACPの連携がうまく機能し
ていないと報告されている。連邦保健省は地方保健省との連携不足の理由として、SACA の能力不足
（SACAの HIV/AIDS対策に対する企画・運営能力がない、州自体のコミットメントがない等）、予算
不足及び州レベルの活動指針がないことを揚げていた。一方で、コギ州とアビア州の現地調査からは、

連邦政府から地方政府への働きかけがなく、地方政府が連邦政府の動向や指針に関する通達を受けてい

ない状況もしばしば確認された。 
 
⑥民間医療機関の実態と公的医療機関との連携 
 民間医療機関は今般調査の対象ではないが、入手した資料６をもとに、「ナ」国の民間医療機関の実態

及び公的医療機関との連携について、判明したことを示す。資料によると、「ナ」国には表１に示す医

療サービス供給機関がある。 
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表１ 「ナ」国における医療サービス供給機関の分類 
公的機関 民間営利機関 民間非営利機関 非公式営利機関 

• 第 3次・教育病院 
• 軍隊病院 
• 医療研究所 
• 第 2次病院、PHC 
• 刑務所 

• 病院 
• クリニック 
• 個人登録開業医 

• 宗教病院 
• 宗教クリニック 
• NGO 

• 教会 
• 薬局 
• 特許医薬品販売店 
• 伝統的治療師 
• 卸売業者 

 
NASCP の作成した調査報告書６によると「ナ」国では、公的医療機関に比べて民間医療機関の利

用率の方が高いと報告されているが、民間医療機関による医療サービスの質・量は施設間で大きな差

が見られるとのことである。また、これらの民間医療機関の活動内容を連邦保健省は把握しておらず、

法整備もなされていない。民間医療機関にかかる患者の情報等は国の統計データに含まれていないた

め、現段階での統計データは対象層に偏りがある可能性が高いとしている。現在 UNAIDS の支援を
受けて NACAが実施している保健管理情報システム（NNRIMS）にも民間医療機関は取り込んでい
ないとのことであるが、連邦保健省は、民間医療機関は「ナ」国の医療サービスにおいて重要な役割

を果たしているため、HIV/AIDS対策を成功させるためにはこれらの実態を把握し、両者の連携を構
築していく必要があるとしている。 
 

(3) HIV/AIDS対策のための活動計画 
「ナ」国政府は、HIV/AIDS対策のために表２に示す活動計画や政策を策定している。NACAは３つ
の HIV/AIDS対策の鍵となる政策（HEAP・国家 HIV/AIDS政策・NNRIMS）を作成し、それを基に
NASCPが連邦レベルでの保健分野の実施計画を策定している。HEAPについては第 1弾の評価結果を
基に HEAP改訂版を作成中である。「ナ」国政府は現在感染者の治療に重点を置いており、ART拡大に
向けてナイジェリア ART拡大計画 2005-2009を策定し、2009年までに 100万人に ARVを投与する計
画である。 
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表２ ナイジェリア HIV/AIDS計画・指針一覧 
計画名 年 発行機関 内容 

HIV/AIDS緊急活動計画(2001 – 2004) 
(HIV/AIDS Emergency Action Plan：
HEAP) 

2001 NACA • 若者や軍関係者やﾊｲﾘｽｸｸﾞﾙｰﾌﾟ16のHIV感染予防 
• PMTCT 
• 女性の地位向上 
• コミュニティー参加促進 
• PLWHA及び家族のケアなどの対策 

国家輸血政策 
（National Transfusion Policy） 

2002 
4月 

連邦 
保健省 

輸血の安全性確保のための政策 
詳細は 26頁「2-2-1 (5)」に記載 

国家HIV/AIDS政策 
(National Policy on HIV/AIDS) 

2003 
８月 

NACA HEAP実施のための具体的な政策を策定 
• 法整備 
• マルチセクター協調 
• 感染者及び家族の人権保護 
• 行動変容の促進 等 

ナイジェリア国家対応情報管理システ

ム 指針と指標 
（Nigeria National Response 
Information Management System: 
NNRIMS） 

2004 
1月 

NACA 
(UNAIDS) 

HIV/AIDS に関する国家レベルでの情報管理システム構
築のための具体的な指針と指標 
保健・人口データの収集・蓄積及び情報伝達のシステム化

の施行を図ることを目的としている。（詳細は 33頁「2-2-2 
(3)」に記載） 

ART拡大計画 2005-2009 
(Plan to Scale up ART treatment for 
HIV/AIDS in Nigeria 2005‒2009) 

2005 連邦 
保健省 

ART拡大計画 

国家保健セクターHIV/AIDS 戦略計画
（ドラフト） 
(National Health Sector Strategic 
Plan for HIV/AIDS in Nigeria[2005 ‒ 
2009])  

2005 NASCP 人材育成 
• システム（特にモニタリングと評価）整備 
• HIV/AIDS関連サービスへの利用率向上 
• 予防・治療・ケアの強化 
• ロジスティクスシステム強化 
• HIV/AIDS関連のリサーチ促進 
• HIV/AIDSに対する偏見除去 

NASCP実施計画書(ドラフト) 
National AIDS and STI Control 
Programme Implementation Plan  

2005 NASCP 上記戦略計画を受けて、作成された NASCPの活動計画書
詳細は 23頁「2-2-1(3)」の欄に記載 

HIV/AIDS 国家戦略構造 (ドラフト ) 
(2005-2009) 
(HIV/AIDS National Strategic 
Framework) 

2005 NACA HEAP第 2弾 

現在作成中のため、詳細は確認できず 

 
ここに示した活動計画や政策ならびに実施後の評価報告によると、連邦政府（NACA、NASCP、連
邦保健省等）の策定した政策や実施計画書が関係者・関係部署に連絡されず、計画案が実行に移されな

いまま策定の見直しや新たな計画書作成に移行する、といった状況がしばしば報告されている。政策や

計画書は、ドナーの協力を得て HIV/AIDSに係る各側面の課題を詳細に検討してあるにも関わらずそれ
が生かされていない状況は非常に惜しく、これらを生かすためには、連邦政府と州・県政府それぞれが、

かかる状況が問題であると認識した上で連携を図り、計画を実現に移す実行力を強化することが必要と

考える。 
なお、NASCPについては HIV/AIDS対策を実施する責任機関であるため、表２記載の実施計画書(ド

ラフト) を基に、NASCPの認識している問題ならびに今後の戦略・活動方針の概要を表３に示す。な
お、NASCPに対しては予算確保とその配分等も含めた詳細な実施計画の提示を求めたが、担当者が打
合せを直前になってキャンセルしたため確認できなかった。 

                                                  
16女性及び若者、HIV感染者・エイズ患者と共に暮らす家族、性産業従事者、出稼ぎ労働者、長距離トラック運転手等、

HIV/AIDSに感染する可能性の高い人々を指す。 
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表３ 今後の NASCP の活動計画（2005-2009）6,17 

 問題 戦略 NASCPでの実施を予定している活動 
１ 不十分な財政援

助と施設・組

織・人材の能力

不足 

「スリーワンズ18」の原理に

基づいた保健セクターの施

設・システム・人材の能力向

上計画と管理 

・NASCPの組織運営を評価するためのコンサルタントの雇用 
・上記コンサルタントの評価結果を基に NASCPの再構築案の検討 
・ 連邦・州・県の全レベルで、他のセクターや組織との連携のメカニズム

の構築 
・州のHIV/AIDS対策の実施のサポート 

２ 公立医療機関の

HIV/AIDS サー
ビスへのアクセ

ス不足 

効果的な公立－民間医療機

関の連携による HIV/AIDS
サービスへのアクセスの改

良と普及率の増加 

・民間医療機関のHIV/AIDS対策活動の規模・構成・活動範囲等の調査 
・PPPの構築 
・州レベルの PPP構築のための技術支援 
・NASCP内の PPP構築用担当者の設定 

３ 質の低い

HIV/AIDS予
防・治療・ケア

サービス及び効

果的な法令の欠

如 

国の実施要綱に沿った

HIV/AIDS のための持続可
能かつ包括的な予防・治療・

ケアサービスの供給 

・ケアの指針の国家基準を作成、更新し公立・民間医療機関への伝達 
・公立・民間医療機関での指針や標準作業手順書の使用状況に関するモニ

タリングシステムの確立 
・指針内に明示された最低限の要求事項を満たすと判定されたケアセンタ

ーの認定 
・既存のHIV/AIDSの若者に優しい(Youth friendly)センターの所在地の
確認 

４ HIV/AIDS サー
ビス必需品の度

重なる欠品 

HIV/AIDS サービスに必要
な製品の効果的かつ持続可

能な物流システムの確立 

・ARV・必須医薬品・検査キット・試薬・在宅ケア製品の物流管理システ
ムの設計 

・州レベルでの上記品の物流システム構築のサポート 
・連邦・州レベルでの必需品の使用量予測、調達能力の構築 
・民間医療施設への物流システムのソフト（情報システム等）のガイドラ

イン配布 
・全関係者で成功事例等を共有化 

５ HIV/AIDS 流行
のモニタリン

グ・評価・監査

が融合されてお

らず、政策や計

画作成の際に効

果的に使われて

いない 

HIV/AIDS 流行と保健セク
ターの対応を効果的に追跡

できるモニタリング・評価・

監査システムの確立 

・連邦レベルでの効果的なHIV/AIDS罹患状況等のモニタリング・評価・
監査システムの構築ならびに州・県レベルでの同システム構築のサポー

ト 
・連邦レベルでの監査業務の強化及び州、県レベルの強化サポート 

６ 研究・調査の調

整、普及、倫理

指針の遵守、必

要情報収集の欠

如 

政策や計画に必要となる

HIV/AIDS に関する研究の
実施と調整 

・重要な研究活動を優先するための調査技術諮問補助委員会の設立 
・州の機能的な監査インフラによる国家HIV/AIDS調査の促進 

７ HIV/AIDS 対策
のための社会・

政治的サポート

の不均衡と差

別・偏見の継続 

HIV/AIDS の医療対策向け
の支援を集めるため及び

PLWHA やハイリスクグル
ープへの偏見や差別を無く

すために政治的・伝統・宗教

指導者と共に効果的なアド

ボカシーを実施する 

・HIV/AIDS対策活動のためのコミュニティーの資源、予算、基金配分の
結集を促すための連邦・州・県レベルでの政治・伝統指導者へのアドボ

カシーの実施 
・地政学的区分での研修会で偏見や差別などを問題提議し、医療従事者に

問題を認識させ、再教育の実施。 
・医学生・看護士・助産士のカリキュラムに差別や偏見に関する事項を導

入する等、医療従事者教育機関と協力した人材育成。 

 
(4) HIV/AIDS対策の実施状況 
具体的な活動としては治療（ART）、母子垂直感染予防（PMTCT）、自発的検査とカウンセリング（VCT）
等があるが、調査結果をもとにするとおおむね次のとおりである。 

                                                  
17 National AIDS and STI Control Programme Implementation Plan 2005-1009 (Draft)より引用 
18 three ones（スリーワンズ）：2004年 4月の UNAIDS、英米首脳会合で合意したエイズ対策の調整のため原則。「スリ
ーワンズ」は、「すべてのパートナーの活動をコーディネートするための基盤となる合意された一つのHIV/エイズ対策の
枠組み」「広範な分野に権限が及ぶ一つはの全国的なエイズ対策コーディネート機関」「合意に基づく国レベルのモニタリ

ングと評価のシステム」の統一を意味する。 
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ARTについていうと、WHO/UNAIDSの 2004年の報告書 1によれば、「ナ」国の平均 HIV陽性率は
5.4%で、2.4 百万人‒ 5.4 百万人が HIV感染者と推定され、現在 ARTを必要とする患者は 60万人と
推定され、ART 拡大計画(2005‒2009)では、AIDS 患者のうち５年間に ART を受けられる目標患者数
を表４のように見積もっている。 

   表４．「ナ」国 ART実施への目標患者数19       （人） 
2005 2006 2007 2008 2009 

35,000 200,000 300,000 450,000 1,000,000 
 
「ナ」国政府は 2002 年、主に妊婦を対象とした垂直感染防止のための ARV 投与を決定し、25 の 3

次医療施設に ART センターを設置して自国予算で 800 名に投与を開始、現在は小児も含めて合計
17,000 人が ART を受けている。2003 年以降は新しく設置された連邦管轄下の ART センターはなく、
現在も 25の３次医療施設で ARTを実施中、そのうち８ヶ所では小児 ARTが可能である（表 5参照）。 

PMTCTについていうと、連邦保健省は連邦管轄の 11施設で PMTCTを実施しており、「ナ」国全体
では 2002年に 21施設の PMTCTセンターを確認している。表５に連邦保健省による ART/PMTCTセ
ンターを示す。 

表５．連邦保健省の実施する ART／PMTCTセンター一覧20 
 州 医療施設名 ART PMTCT 参考)PEPFAR支援 

1 アクワイボン ウヨ連邦医療センター ●   
2 アナンブラ NAUTH ●  ● 
3 アブジャ NIPRID ●  ○ 
4 アブジャ アブジャ国立病院 ● － ○ 
5 アブジャ アブジャ州サービス病院 ●  ○ 
6 アブジャ グワグワラダ専門病院 ●  ○ 
7 アブジャ アブジャ州病院 －  ○ 
8 アブジャ アブジャ中央銀行病院 ●  ○ 
9 アブジャ アブジャ国立中央情報局 －  ○ 
10 イモ オウェリ医大 ●   
11 エド ベニン医大 ● ● ● 
12 エヌグ ナイジェリア医大 ● ●  
13 オヨ イバダンカレッジ医大 ● ● ● 
14 カドゥナ アーマドゥ・ベロ医大 ● ● ○ 
15 カノ アミノカノ医大 ● ● ● 
16 クワラ イロリン医大 ●   
17 ゴンベ ゴンベ連邦医療センター ●   
18 ソコト ウスマンダンフォディオ医大 ●   
19 プラトー ジョス医大 ● ● ● 
20 ベヌエ マクルジ医大 ●  ● 
21 ボルノ マイディグリ医大 ● ● ● 
22 ラゴス ラゴス医大 ● ● ● 
23 ラゴス 陸軍医大 ●  ● 
24 ラゴス NIMR ●  ● 
25 リバー ポートハーコート医大 ● ● ○ 

※ 欄内の「－」については、参照資料内に情報が記載されていなかったため、実施状況が不明 
※ PEPFAR欄のうち、●：当該施設を支援中、○：当該州を支援中（支援施設は未確認） 
※ NACAからの聞き取り調査より、上記施設の他に、タラバ州、エボニ州、リバー州、クロスリバー州、アダマ
ワ州では、州立病院にて ARTを実施している（タラバ、エボニ両州は世銀、クロスリバー州は PEPFARが支
援中）。また、NACAから名前は出なかったが、今回調査したコギ州でも独自に ART実施を確認。この他の州
立病院における ART実施状況は不明である。 

                                                  
19 NASCPより入手した情報（プレゼンテーション資料）を基に作成 
20 Rapid Needs Assessment, ARV & PMTCT Programmesより引用 
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※ PEPFARは他に、ナイジャー州、ナサラワ州、バウチ州を支援している。 
※ 2003年 8月に提出された血液検査特別機材供与の要請書によると、当時の時点で NASCPは ARTセンターを

新たに 37箇所に設置して合計 62箇所とすることを計画していた。 
 
VCTについて言うと、連邦保健省の運営している VCTは、すべて３次医療施設に設置された PMTCT

センターに付属している。つまり、PMTCTセンターには必ず VCTが併設されているが、ARTセンタ
ーには VCTはない。この状況では、VCTの対象は妊産婦に限られ、それ以外の人々に対する予防面で
の対策がなされていない、PMTCTセンターの対象はあくまで妊産婦の垂直感染防止のみであり、生ま
れてくる子供の治療やケアは PMTCTセンターでは行わないといった問題がある。 

ART センターと PMTCT センターは現在、異なる組織に位置付けられており協力関係がないため、
連邦保健省は、今後 PMTCTセンターと ARTセンターの連携を促進していく考えである。VCTサービ
スについては、連邦保健省は今後も PMTCT のみに設置していく考えである。なお、2004 年より策定
中の PMTCT 拡大計画（ドラフト）によると、今後は妊産婦のパートナー及び HIV に感染した新生児
も対象に含む方向で検討しているようである。 
連邦保健省管轄の ARTセンター・VCTサービス拡大計画の対象州及び実施医療施設は、表６のポイ
ントを基に施設選定を行うとのことである。参考までに国家 HIV/AIDS VCT・ART指針に基づく施設
選定の際の留意点を併記する。 

表６ ART・VCTサービス拡大計画の対象州及び実施医療施設の選定の留意点 
NASCP自身が施設選定を行う際の留意点21  
拡大州 拡大決定州内で施設決定 

参考）NASCPの公式指針による 
施設選定のポイント,22 

A
R

T
セ
ン
タ
ー

 

• ARTサービス実施可能か 
（人員、施設など） 

• 医療施設のアクセスのよさ 
• 管轄地域の人口 
• 結核 DOTS センターとの連携

の可能性 

• ARTの教育を受けた医療専門家 
• ART サービス実施可能か（施設、スペ

ース、設備、日和見感染の治療、検査

室など） 
• 十分な ARVを確保できること 
• プライバシーを維持できるカウンセリング

等のスペースの確保 
• 患者データの管理・更新能力 

V
C

T
サ
ー
ビ
ス

 

• HIV感染率 
• 州政府の力の

入れ具合 
• 地政学的地

域等 

• すでに ART サービスを行って
いる 

• VCTサービス実施が可能か 
• （人員・施設・設備・スペースな

ど） 

• VCT サービスが可能か（人材、スペー
ス、、機密性、検査室、品質保証の確

保） 
• 医療施設へのアクセスのよさ 
• モニタリングと評価報告を行う体系 
• ケア・予防・治療へのリファレル体制 
• 既存の保健サービスやスタッフの有用性

に与える影響 
（NASCP担当者からの聞き取り調査により作成） 

 
連邦保健省以外の ART実施状況については、NACAの聞き取り調査によると、タラバ州、エボニ州、
リバー州、クロスリバー州、アダマワ州では州立病院で実施中とのことであった。また、連邦政府は把

握していなかったが、本調査でコギ州も独自に実施していることを確認した。連邦・州管轄以外では、

                                                  
21 NASCPからの聞き取り調査を元に作成 
22 National Guidelines for HIV/AIDS Voluntary Counselling and Testingより引用 
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PEPFAR及び CHANが ARTを実施しているとのことである 11。 
なお、連邦政府では、連邦管轄の VCTセンター利用者数並びに連邦政府以外が運営している ART及
び VCT センターの実際の数及び活動状況の全容を把握しておらず、また州レベル・LGA レベルでの
VCTサービス実施への働きかけは行っていない。 

 
(5)輸血体制 
「ナ」国の輸血血液の安全性確保については、NASCP ではなく連邦保健省の病院サービス課の管轄
となるため、今回の調査では対策の実態を確認できなかったが、2002 年 4 月に連邦保健省より発行さ
れた効率的かつ安全な輸血サービスの供給を目的とした「国家輸血政策23」を入手した。同資料を基に

した「ナ」国の輸血政策及び輸血のための体制を以下の図３～５に示す。 
 

 
図３ 国家輸血委員会と関連組織 

 

 
図４ 国家本部の組織図 

 

 
図５ 州センターの組織図 

                                                  
23 National Transfusion Policy April 2003より引用 
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 国家輸血政策には、上記に示す各組織の機能・役割、血液ドナーの募集方法及び献血実施時における

留意点、得られた血液の処理法、血液の輸送方法、病院内での血液の取り扱い、品質管理、データ記録、

機器・装置、研修、資金等が規定してある。 
 輸血用血液管理は連邦保健省内の病院サービス課が担当しており、法制に基づいて NBTC が設置さ
れ、NBTCが NBTSを運営している。NBTCは、各ドナー等と協力して政策を策定し、それを基に NBTS
は、州及び FCT、軍隊、警察、そして全ての公立・民間医療機関での輸血サービスのコーディネートを
することになっている。 
 NBTC、NBTSの予算は連邦政府より割り当てられ、それを基に連邦レベルの運営、ならびに州政府
と協力して州レベルの輸血サービスを行うとしている。初期は政府からの財政に頼ることになるが将来

的には、独立採算を目指している。 
 国家輸血政策では、血液バッグや試薬、テストなどの消耗品に相当する費用の一部を患者から徴収す

ることを規定しているが、資料内には統一価格設定については記載されていない。NASCP 担当者の聞
き取り調査によると、価格は検査キット購入価格により決まるため、各施設で検査料金が異なるとのこ

とである。NBTSやSBTSの予算については毎年連邦保健省に報告することを義務付けている。ただし、
ここでも同様に予算不足のために活動が進んでいないと報告されている。NBTSの予算は年間 500万ナ
イラであるが、そのうち 25%しか支給されておらず、また 2001年以降は予算自体が配分されていない
ため、輸血サービスが行えない、規則が制定されていない、NASCPより設備や試薬の供給されない等、
本来期待されている役割を果たすことが出来ていないとのことである。「ナ」国で実施される輸血のう

ち 70%は民間医療機関で行われているが、輸血安全性確保のための法整備がなされておらず、連邦保健
省や NBTSで民間医療機関の実態を把握していないため、「ナ」国全体の輸血の実態は確認できていな
い。 
最近の動きとして、アメリカの NGOであるセーフブラッドフォーアフリカの支援により、2005年 5

月に「ナ」国初の国家輸血センターがアブジャに誕生したとの報告がある 12。今後は同センターを基点

にNBTSに対して持続可能な輸血サービスの技術支援を行い、今後3州に拡大する予定とのことである。 
 
(6) HIV/AIDSに係る費用に関する指針と実状 
連邦保健省は VCTにおける HIV検査に関する国家指針として、１次検査: キャピラス、２次検査: ジ

ェニⅡ、確認検査としてデターミンの使用を推奨しており、検査費用としては医療施設では確認検査ま

でを含めて 3回目までで 300ナイラ、VCTセンターでは 1回あたり 300ナイラを推奨している。また
ARTのための料金体系としては、ARV投薬料として月 1,000ナイラを推奨している。 
しかし実際の現場では、上記に示す HIV/AIDS サービスは一定しておらず、連邦保健省推奨以外の
検査キットを使用し、推奨以上の高額を患者より徴収しており、その徴収金額も各医療施設によって異

なっている。CD4 カウント検査料金も各医療施設によって異なり、平均１回 4,000 ナイラ程度が徴収
されている(1,000ナイラ=7.2USドル)。 
国連の IRIN ニュースによると、現時点で「ナ」国連邦政府が設定しているこれらの検査・ARV 費
用は、多くの「ナ」国民が支払を許容できる額ではなく、このことが ARVの利用の機会を妨げている
のが実態であると報告している24。 

                                                  
24 IRIN Plus News: Nigeria: Patient fees prevent access to AIDS drugs, activists say (2005/7/11)より引用 
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(7) 調達・物流システム 
「ナ」国全土の連邦医療センターの物流システムについては、ARVと麻薬のみラゴスにある連邦中央

倉庫より供給されている。中央倉庫では以前、HIV迅速検査キットや試薬の供給も行っていたとのこと
であったが、現在は行っておらず、施設毎に ARV と麻薬以外の全ての医薬品・試薬・検査機材を購入
している。今回訪問したいずれの連邦医療センターの聞き取り調査からも、上記以外の医薬品・試薬・

検査機材は各施設で購入していることが確認された。 
一方、州立病院の調達・物流システムは、州それぞれで異なり、今回聞き取り調査を行った４州（コ

ギ州、アビア州、ラゴス州、FCT）のうち、ラゴス州は各施設が必要な医薬品・試薬・検査機材を購入、
他の３州は州中央倉庫より購入するシステムを取っていた。 
連邦保健省管轄の ARTセンターへの ARV供給については、ARTセンターを所有する 25の連邦医療

センターが３ヶ月に１度、連邦中央倉庫に取りに行く体制で実施されており、使用履歴を基に１回訪問

時に３か月分の ARVが供給される。各施設は在庫量が１～２ヶ月分を切った時点で ARVを入手するこ
とができる。出入庫管理などは出入庫カードによりきちんとなされている。 
ただし、調査時に ARVを受け取りに来ていた連邦医療センターの担当者の話では、昨年 11月に訪問

した際には中央倉庫での在庫切れにより医薬品を入手できなかったため、院内で１ヶ月の在庫切れを経

験し、その間は第２選択薬を投与していたとのコメントであった。また、ARVを受けられるのはラゴス
までの医薬品調達の交通手段を持つ施設のみに限定されており、中央倉庫では具体的な ARV 供給計画
を持っていない。2004年 2月に発行された国連の速報によると、2003年 12月に大規模な ARV不足を
経験し、25の ARTセンターの大半が ARTを供給できなかった、かろうじて ARVを供給できたとして
もほとんどが期限切れの医薬品であったことを報告している25。同資料では以前からの ARV不足も指摘
しており、連邦レベルでの ARVの安定供給体制の整備が早急に必要としている。また、ARV確保のた
めに個々の医療施設が負担する金額は、一月あたり 500ナイラ（ラゴス）から 47,000ナイラ（アブジ
ャ）と大きく異なり 8、個々の施設に対する負担の是正、もしくは負担を軽減する配給システムの検討

も必要であると予想される。 
今回調査したアビア州では ART はまだ実施していないが、連邦医療センターのセンター長からも以
下のような「ナ」国国内のロジスティックス体制の不備があげられた。 

• アブジャもしくはラゴスの連邦保健省の中央倉庫に８時間以上かけて病院から出向かなければ

ならない 
• 中央倉庫に行っても在庫不足で入手できない場合がある 
• いつ行けば入手できるか明らかでない 
 また、輸血用血液のスクリーニングに関する報告６においても、かつて検査用試薬が連邦保健省より

供給されていたが、十分な供給がなされずに欠品や期限切れの製品の供給などが頻繁にあったため、十

分に検査を行うことができなかったとされている。その際はやむを得ず各医療機関で試薬を購入するこ

とになったが、調達する試薬の質などの面で問題があったと報告されている。このような問題を解決す

るためには、「ナ」国内での医薬品・試薬・医療機材等の安定かつ確実な供給システムの構築、もしく

は各施設で適切な医薬品・試薬・医療機材の使用を義務付けた法整備が急務であると思われる。 
 「ナ」国での調達・物流システム構築の成功例としては、今回の調査でコールドルームの状況を確認

                                                  
25 IRIN Plus News: Nigeria: NIGERIA: Stock of subsidised drugs for AIDS runs out(2004/01/15)より引用 
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するために訪問したアブジャの NPI があげられる。2001 年に UNICEF の技術支援を得て「ナ」国連
邦政府により設立されたが、非常に機能的に運営・管理されていた。8つのコールドルーム（各 2000L
－2000人分のワクチンが保管可能）、２機の発電機のほかに予備の発電機 2機を所有している。ワクチ
ンは、各ゾーン用に 1台・計 6台の保冷トラックを用い、3ヶ月に 1回の頻度で各ゾーンの NPI用コー
ルドルームに輸送されている。各ゾーンでは、4つのコールドルーム及び保冷用トラック 1台を所有し、
2ヶ月に 1度、各州へ輸送、各地区担当者が州のコールドルームに取りにいくシステムになっている。
各コールドルームには専門教育を受けた担当者を配置し、継続的なトレーニング等を行っている。また、

各サイトでのワクチンの利用状況等は定期的にユニセフに報告しているとのことであった。当施設にて

HIV迅速検査キットや試薬等の管理を打診してみたが、NPI自体は連邦保健省の管轄ではないこと、保
管スペース・管理の問題、輸送コストの負担先の問題、輸送の頻度が異なる、などといった状況により

難しいとのコメントであり、今回の無償資金協力で協力を得るのは難しいようだったが、このような成

功例は今後、「ナ」国が物流・調達システムの構築する場合の参考になると考える。同行した UNICEF
担当者は、「ナ」国連邦政府には力はあるので、うまく指導・支援を行えば能力を発揮すると述べてい

た。 
 
(8) 検査室の状況と維持管理体制 
１次医療施設では血液学、微生物学、細菌学の基本的な検査が可能で、２次、３次医療施設では血液

学、微生物学、細菌学及び 血液化学全般の検査が可能である。HIV 検査は２次及び３次医療施設で可
能である。「ナ」国では主に、高校卒業後専門の教育機関で 5 年間の高等教育を受けた検査科学者と、
高校卒業後 2年間の教育を受けた検査技師が検査に従事している。一般的な検査室にて検査を行う人材
配置を以下に示す。（必要人数は確認できず。） 

１次医療施設：検査技師 
２次医療施設：検査技師（検査科学者の監督のもと） 
３次医療施設：検査科学者 

 
２-２-２ 他ドナーの動向 

今回の調査で具体的な支援先を確認できたドナーの活動状況の要約を表７に示す。アメリカの実施し

ている PEPFARは HIV/AIDSの包括的なサービスを行っているが、他のドナーについては UNFPAが
VCTセンター、UNICEFは PMTCTセンター、WHOは研修関係、UNAIDSは保健管理情報システム
の構築など、それぞれメインの分野に特化して支援活動を行っている。各ドナーの支援先は、必ずしも

罹患率が高い州ではなく、また複数のドナーが特定の州で活動する傾向がみられた。 
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表７ 各ドナーの活動状況 
 州名 罹患率 VCT PMTCT ART 研修 その他の活動 
ｹﾋﾞ 2.5% UNFPA(20064)) 3)    
ｿｺﾄ 4.5% NASCP 

UNFPA(2006)  NASCP 
   

*2)ｻﾞﾝﾌｧﾗ 3.3% 5)     
*ｶﾁﾅ 2.5% UNFPA(2005)     
ｶﾄﾞｩﾅ 6.0% NASCP 

PEPFAR(*)5), 6) 
ﾕﾆｾﾌ 

PEPFAR 
NASCP 
PEPFAR 

 
PEPFAR 

PEPFAR(CDC):  
輸血ｾﾝﾀｰ支援 

ｶﾉ 4.1% NASCP 
PEPFAR (G、AC) 

 
PEPFAR 

NASCP 
PEPFAR 

 
PEPFAR  

北
西 

ｼﾞｶﾞﾜ 2.0%      
ﾊﾞｳﾁ 4.3% PEPFAR(*) 

UNFPA 
PEPFAR 
ﾕﾆｾﾌ 

PEPFAR 
 

PEPFAR 
 

UNAIDS:HMIS(予定) 
CIDA 

ｺﾞﾝﾍﾞ 6.8% UNFPA ﾕﾆｾﾌ    
*ﾖﾍﾞ 3.3%      

ﾎﾞﾙﾉ 3.2% 
NASCP 

PEPFAR(APIN) 
UNFPA(2006) 

 
PEPFAR 
ﾕﾆｾﾌ 

NASCP 
PEPFAR 

 

 
PEPFAR 

 
UNAIDS:HMIS(予定) 

ｱﾀﾞﾏﾜ 7.6% PEPFAR(*) 
 

PEPFAR 
 

PEPFAR 
州 

PEPFAR 
  

北
東 

*ﾀﾗﾊﾞ 6.0%   州 1)   
ﾅｲｼﾞｬｰ 7.0% PEPFAR(*) 

 
PEPFAR 
ﾕﾆｾﾌ 

PEPFAR 
 

PEPFAR 
  

ｸﾜﾗ 2.7%   NASCP   
*ｺｷﾞ 5.7% 州 州・ﾕﾆｾﾌ 州   
ﾅｻﾗﾜ 6.5% PEPFAR(*) 

UNFPA 
PEPFAR 

 
PEPFAR 

 
PEPFAR 

  

ﾍﾞﾇｴ 9.3% NASCP 
PEPFAR(*) 

 
PEPFAR 

NASCP 
PEPFAR 

 
PEPFAR UNAIDS(HMIS) 

ﾌﾟﾗﾄｰ 6.3% 
NASCP 

PEPFAR(APIN, 
CRS*) 

UNFPA(2006) 

NASCP 
PEPFAR 

 

NASCP 
PEPFAR 

 

 
PEPFAR 

WHO 
 

北
中 

FCT 8.4% 
NASCP 

PEPFAR(G、AC) 
 

NASCP7) 
PEPFAR 
ﾕﾆｾﾌ 

NASCP 
PEPFAR 

 

 
PEPFAR 

 
 

ﾗｺﾞｽ 4.7% 
NASCP 

PEPFAR(G、APIN) 
 

NASCP8) 
PEPFAR 
ﾕﾆｾﾌ 

NASCP 
PEPFAR 

 

 
PEPFAR 

WHO 
 

ｵｸﾞﾝ 1.5% UNFPA     
ｵﾖ 3.9% NASCP 

PEPFAR(APIN) 
 

PEPFAR 
NASCP 
PEPFAR 

 
PEPFAR  

ｵｼｭﾝ 1.2% UNFPA(2005)     
ｴｷﾁ 2,0%      

南
西 

ｵﾝﾄﾞ 2.2%      
ｴﾇｸﾞ 4.9% NASCP ﾕﾆｾﾌ NASCP   

ｱﾅﾝﾌﾞﾗ 3.3% 
NASCP 

PEPFAR(G、AC) 
UNFPA 

 
PEPFAR 

 

NASCP 
PEPFAR 

 

 
PEPFAR 

 
 

ｲﾓ 3.1% NASCP  NASCP  PEPFAR(CDC):  
輸血ｾﾝﾀｰ支援 

*ｱﾋﾞｱ 3.7% UNFPA(2005)     

南
東 

*ｴﾎﾞﾆ 7.2%   州   

ｴﾄﾞ 4.3% 
NASCP 

PEPFAR(G、AC) 
UNFPA(05) 

 
PEPFAR 

 

NASCP 
PEPFAR 

 

 
PEPFAR 

 
UNAIDS(HMIS) 

ﾃﾞﾙﾀ 5.0% UNFPA ﾕﾆｾﾌ    
ﾊﾞｲｴﾙｻ 4.0%  ﾕﾆｾﾌ    

ﾘﾊﾞｰｽ 6.6% 
NASCP 

PEPFAR(*) 
UNFPA(06) 

 
PEPFAR 
ﾕﾆｾﾌ 

NASCP 
PEPFAR 

 

 
PEPFAR 

 
 

ｱｸﾜｲﾎﾞﾝ 7.2% NASCP 
 

NASCP 
ﾕﾆｾﾌ 

NASCP 
   

南
南 

ｸﾛｽﾘﾊﾞｰ 12.0% PEPFAR(G、AC) 
 

PEPFAR 
 

PEPFAR 
州 

PEPFAR 
 

UNAIDS:HMIS(予定)  
CIDA 

１）州：州独自で ARTを実施中 
２）州の前に*のついている州は、調査前に日本が対象候補としていた州 
３）空欄は情報なし 
４）UNFPAの活動のうち、2005または 2006との記載分については 2005年もしくは 2006年に実施予定。 
５）黄色：ドナーが入っていない州、水色：ドナーが２つ以上入っている州 
６）PEPFAR内のプロジェクトについては VCTの欄に記載。G: GHAIN、AC: ACTION、*:該当プロジェクト不明 
７）NASCPの ART実施 6施設のうち、1施設のみ PMTCT併設 
８）NASCPの ART実施 3施設のうち、1施設のみ PMTCT併設 
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以下に各ドナーの現時点での具体的な活動状況の詳細を示す。 
 
(1)PEPFAR 

PEPFARは 2004年より５年間に渡り、HIV/AIDS問題の深刻な 15カ国に対して総額 150億ドル、
そのうち「ナ」国には 2004年に 59百万 USドル、2005年には 81百万 USドル、2006年には 127百
万 USドルの支援を行う予定である。PEPFARの予算は 55%が治療（検査を含む）に対する支援、20%
が予防に対する支援、25%が治療とカウンセリングに当てられている。具体的な活動としては、VCT、
PMTCT、ART、検査室サービス、医療従事者教育を実施し、「ナ」国の HIV/AIDS 対策を包括的に支
援する。現在の対象州は 16 州（ラゴス、オヨ、エド、ナイジャー、リバー、アナンブラ、クロスリバ
ー、ベヌエ、ナサラワ、アブジャ、カドゥナ、カノ、プラトー、バウチ、アダマワ、ボルノ）、今後 22
州に拡大する予定である。（拡大予定 5州は不明） 

PEPFAR には USAID、CDC、軍隊、ハーバード大学、メリーランド大学、FHI、CRS 等が参加、
その中で、USAIDは統括責任機関として他メンバー機関の活動を側面支援すると共に、PEPFAR全体
のモニタリングと評価を行っている。 

PEPFAR の供給する ARV については FDA の認可がおりる前は新規医薬品（ブランド医薬品）を、
認可取得後（2005 年１月に認可取得）はより廉価な後発医薬品（ジェネリック医薬品）を供給する予
定である。ART については、2004 年に 16,000 人の治療を行い、2005 年末までには 36,000 人、５年
間で 350,000 人の治療を行う計画である。PEPFAR では、「ナ」国方針に基づいて ARV 料として一月
あたり 1,000ナイラ、検査料として 300ナイラを徴収しているが、貧困層には無料で ARV配布や検査
を実施している。 
検査に対する技術的支援としては、CDCが VCTセンターにキャピラス、ジェニⅡ、デターミンの３

種類の HIV迅速検査キットを、メリーランド大学が ARTセンターに CD4カウンターに加えて血液学
用機器（シスメックス－機器の詳細は未確認）、血液化学用機器（ビトロス－機器の詳細は未確認）等

の検査機材と試薬を供与している。検査技師の研修はメリーランド大学が行っている。CD4カウンター
はコールター、サイフロー、ファックスカウントの３種類を採用している。ダイナビーズは操作が複雑

で時間がかかり、１回に多くの検体が処理できないことから供与していない。参考に各 CD4 カウンタ
ーの特徴を表８に示す。 
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表８ CD4カウントに用いられる手法の特徴 
製品名 ダイナビーズ サイフロー ファックスカウント コールターカウンター 

（サイトスフェアズ） 
製造者 Dynal AS Partec GmbH Becton Dickinson Coulter Corporation 
方法 蛍光顕微鏡、光学顕微鏡

によるカウント 
（用手法） 

フローサイトメトリー 
専用装置を用いた 
全自動計測 

フローサイトメトリー 
専用装置を用いた 

自動計測 

光学顕微鏡による 
カウント 
（用手法） 

具体的な操作 1) 125μg の全血と 25
μg の CD14 抗体を
混合し単球を除く。 

2) 25μg の CD4 抗体
を付与した磁器ビ

ーズを加える。 
3) 専用の混合装置で

攪拌して 10 分放置
し、磁器ビーズを分

離する。 
4) 顕微鏡による算出 

1)患者全血をサンプルチ
ューブに入れ、抗体とバ

ッファーを加えて 10 分
間放置する。 
2)装置にセットすると自
動的に計測される。 

1) 患者全血をサンプル
チューブに入れ、抗体を

加えて 60 分間インキュ
ベートにかける。 
2) バッファーを加えて
装置にセットすると自

動的に計測される。 

ダイナビーズと同じ原理

（詳細は不明） 

サンプル調整に 
要する時間 

30分（サンプルの調整） 10分 60分 詳細不明 

本体価格 
(US＄) 

2,000-10,000 
（機材により異なる） 

20,000 8,000 2,000 
費

用

26 1 検体の試薬
費用(US＄) 

3-5 2 6-20 4-8 

測定可能な 
検体数 

6検体/1回 
12-18検体/6時間 27 

200-250検体/1日 12検体/1回 
40-60検体/6時間27 

詳細不明 
 

測定可能な物質 抗体等の試薬があれば測

定可 
CD4,CD8,CD4/CD8（比） CD4、CD3、CD8 抗体等の試薬があれば測

定可 
その他特記事項 ・抗体は要冷蔵保存 ・抗体は要冷蔵保存 ・抗体は要冷蔵保存 ・抗体は要冷蔵保存 
長所 26, 28 ・単純かつ安価なシステム 

 
・全自動 
・結果がすぐにでる 
・データへの人的要因によ

る影響は少ない 
・感染等の影響が少ない 
・外部精度評価29が利用可 
・温度管理、特殊技術、純

水が不要 
・試薬が安価 
・持ち運びに便利 

・全自動 
・結果がすぐにでる 
・データへの人的要因によ

る影響は少ない 
・感染等の影響が少ない 
・外部精度評価が利用可 
・特殊技術は不要 

・単純かつ安価なシステム 
 

短所 26, 28 ・処理量が低い 
・1回あたりの費用が高い 
・技術が必要 
・特殊な混合器が必要 
・検体は 24時間以内に処理
が必要 
・外部精度評価が利用不可 

・多施設臨床評価での評価

結果がない 
・純水精製装置が必要 
・処理時間が長い 
・1回あたりの費用が高い 
・正確なピペット操作が必

要 

・処理量が低い 
・1回あたりの費用が高い 
・技術が必要 
・特殊な混合器が必要 
・検体は 6 時間以内に処理
が必要 
・外部精度評価が利用不可 

※ 上記内容は各製品カタログより引用（脚注を明記しているものは除く） 
 

                                                  
26 Sources and prices selected medicines and diagnostics for people living with HIV/AIDS（WHO他）より引用 
27 海外における医療・検査事情 ザンビア共和国のエイズと結核の状況－ラボラトリーが担う役割（モダンメディア

2005年 51巻 3号 9-13頁）より引用 
28 Low –cost monitoring of HIV infected individuals on highly active antiretroviral therapy (HAART) in developing 

countries (Indian J Med Res 121, 2005 345-355) 
29 自施設の測定値が他施設の測定値と十分な同一性を有しているかどうかの評価 
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PEPFARは、GHAINプロジェクト、CDCの資金提供及び技術支援による ACTIONプロジェクト及
び APINといった３種類のプロジェクトを運営している。（図６参照） 

図６ PEPFARプロジェクトの構成図30 
 

①GHAINプロジェクト 

GHAINプロジェクトは FHIがリードパートナーで、国際 NGOなど７つの機関からなる。現在 6
州（ラゴス、アナンブラ、エド、クロスリバー、カノ、アブジャ）で、主に２次医療施設に対する

VCT・ART・PMTCTの設置、検査機資材供与、運営支援、医療従事者（医師・看護師・カウンセラ
ー・検査技師等）研修等を実施中である。 

 
②ACTIONプロジェクト 

ACTIONプロジェクトは米国メリーランド大学内にある IHVに属する IHVナイジェリア支部の主
導のもとに、６箇所の３次医療施設（アブジャ国立病院、アミノカノ大学病院、エド州のベニン大学

病院、アナンブラ州のナムジ・アジキウェ大学病院、クロスリバー州のカラバー大学病院、アブジャ

にあるアソコロ病院）の医療従事者に対し AIDS治療に関する研修及び必要な HIV/AIDS検査機材の
供与を行っている。また、GHAINプロジェクトや CRSが支援する２次医療施設への技術的支援も行
っている。これら６箇所の３次医療施設は、２次医療施設や第１次医療施設のための研修場所として

使用される予定である。 
 

③APIN 
APINは米国ハーバード大学の支援のもと、プラトー州のジョス大学病院を中心にプラトー州にて

ART、PMTCT、子供の HIV感染者のためのクリニック、VCT、コマーシャルセックスワーカーのた
めの性感染症クリニック等の運営を支援している。また、６箇所の病院（ラゴス大学病院、NIMR、

                                                  
30 CDC、USAID、メリーランド大学、ジョス大学のヒアリング結果を基に作成 

　　　ACTION
　実施機関：UMD/IHV
対象　3次医療施設
対象州　アナンブラ、エド、クロ
スリバー、カノ、アブジャ
活動内容
・検査機材供与
・医療従事者教育
・モニタリング、フォローアップ

　　　　　　APIN
　実施機関：ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大
対象　2・3次医療施設（ﾌﾟﾗﾄｰ州中心）
対象州　プラトー、ラゴス、オヨ、ボルノ
活動内容
・VCT、ART、PMTCTｾﾝﾀｰ、子供、STI-
CL設置
・検査機材供与
・運営支援
・医療従事者教育

　　実施機関：CRS

対象　2つの私設病院
対象州　プラトー
活動内容
・VCT、ARTサービス設置
・コミュニティーサポート

USAID：総括

　　　　GHAIN
実施機関：FHI
対象　2次医療施設
対象州　ラゴス、アナンブラ、エ
ド、クロスリバー、カノ、アブジャ
活動内容
・VCT、ART、PMTCTセンター設
置
・検査機材供与
・運営支援
・医療従事者教育

　　　　　　CDC
活動内容
・ACTION,　APIN、CRSの総括

・輸血センターの技術支援



  

28 

ラゴス陸軍病院、オヨ州のイバダン医科大学病院、ジョス大学病院、ボルノ州のマイデュグリ大学病

院）に対し医療従事者（医師、看護師、カウンセラー、検査技師等）の AIDS治療に関する研修を行
うと共に、必要な HIV/AIDS検査機材の供与を行っている。 

 
④CRS 

CRSは教会のボランティア団体で、プラトー州の２つの私設病院にて、VCTサービスや ARTサー
ビス及び HIV/AIDS に対するコミュニティーサポート（HIV 感染者及び AIDS 患者とその家族のケ
アなど）を行っている。 

 
⑤CDC 

CDCは、PEPFARの ACTIONプロジェクト、APIN、CRSの活動の総括の他に、2005年の独自
の活動として、妊婦検診に来た女性及び売春婦などのハイリスクグループの HIV 陽性率調査を実施
する予定である。このために要する全ての機材と消耗品（HIV迅速検査キット、注射針、手袋、マス
クなど）を供与する。 
また、安全な血液供給体制整備の支援として、各地政学的地域から１州づつ合計６州（カドゥナ、

イモ州は決定。他４州は 2004年 7月の段階で未定）の６箇所の輸血センターに対し、施設の修復、
輸血に必要な機材供与、冷蔵庫・机・椅子・HIV迅速検査キット等の供与、およびアメリカの NGO
であるセーフブラッドフォーアフリカを通して技術支援を行っている。 

 
(2)UNFPA 

UNFPAは 15州で人口とリプロダクティブヘルスプログラムを実施中で、その中の一環として 2004
年にはそのうちの５州（ゴンベ、アナンブラ、ナサラワ、デルタ、オグン）の 2 次医療施設で VCT を
開始、2005年は４州（エド、アビア、オシュン、カチナ）、以後は残り６州（リバー、ボルノ、プラト
ー、バウチ、ソコト、ケビ）に VCTを拡大していく予定である。機材に関しては、HIV迅速検査キッ
ト（キャピラス、ジェニⅡ、デターミン）を供与している。UNFPA は ART 支援を行う計画はない。
今回の調査対象州であるアビア州での UNFPAの活動状況については、41頁「２－３－８ (2)」に詳細
を示す。 

UNFPAの予算は、2004年度は 6百万 USドル（なお CIDAから 1.5百万 USドルの拠出が追加で行
われている）。2005年度も 6百万 USドルで、さらに、日本の「人間の安全保障基金」より百万 USド
ル以上、CIDAからは避妊薬供給のために約 6百万ドルの資金が拠出される予定である。 

 
(3)UNAIDS 

UNAIDS は「３つの統一 18」を目標に、NACA と協力して「ナイジェリア国家対策情報管理システ
ム（NNRIMS）」を策定し、NACAの活動支援ならびに SACAの能力強化を目指している。具体的には
NACA の戦略に沿って SACA が州での活動計画を作成し、様々な関係者（市民社会、政府機関、民間
機関、NGO 等）を巻き込んでその活動実施能力を強化すると共に、モニタリングと評価システムの強
化を行っているとのことである。2州と２省（保健・教育省）から試験的に 250人の研修を行うと共に、
2005 年４月に当システムの評価を予定しているとのことであった。現在、エド州とベヌエ州の 2 州に
このシステムを導入しており、今年中に６州に増やす予定である（追加州はクロスリバー、バウチ、ボ

ルノ、残り１州は未定）。 
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(4)UNICEF 

UNICEF は主に PMTCT サービス及びそれに付属した VCT サービスを支援している。現在、ART
サービスまで支援を広げる計画はない。現在 15州で合計 40箇所以上の３次医療施設、２次医療施設及
び１次医療施設において PMTCTと VCT支援を行っている。UNICEFはこれらの医療施設に対し、建
物の修復、検査機材の供与（HIV迅速検査キット、冷蔵庫、手袋、コンピューター、基本的検査機材な
ど）、検査技師の研修、カウンセラー研修、データ管理強化（患者登録台帳、血液のスクリーニング検

査結果管理台帳等の整備）、HIV/AIDS に対する偏見をなくすためのコミュニティー活動支援などを行
っている。 
 
(5)世界銀行 
世界銀行は 2001年から 2005年までの５年間、多国 AIDSプログラム（MAP）に対し 90.3百万ドル
を融資し、 NACA と SACAが実施機関となり（１）マルチセクターアプローチ（２）各省庁の能力開
発（特に財政管理と調達）（３）市民社会の HIV/AIDS に対する活動支援の３つを柱に支援を行ってい
る。NASCPの作成した報告資料 7によると、MAPでは、それぞれの年間行動計画に応じて 1年あたり
連邦保健省には上限 40万 USドル、教育省、総務・防衛省には 10万 USドル、その他関係省庁には各
5万 USドルを割り当てるとことになっている。しかし、実際には全体として 16百万 USドル、連邦保
健省は活動を実施すれば年 40万 USドルまで増額可能であるにもかかわらず、わずか 2.5万 USドルし
か使用していないとのことであった。 
 
(6)WHO 

WHOは自身の提唱する「３ by ５イニシアチブ31」に基づき、連邦政府に対して ART拡大のための
政策及び技術面の支援を行っている。具体的には ART 研修指針作成のための技術支援、及び作成した
指針に基づいてラゴス州（NIMR）、プラトー州（ジョス大学病院）の研修センターでの保健医療従事者
（医師、看護師、臨床検査技師、薬剤師等）の研修を行っている。今年中には本研修の評価を行い、ニ

ーズに合った研修内容の改訂及びカスケード方式での研修の拡大も考えている。WHO は過去に検査機
材や試薬を供与したことはない。 
また、ARTセンター拡充の必要性から、現在19州にある結核のDOTSセンターをARTセンターにする

よう連邦保健省に提案しているが、現時点では連邦保健省が受け入れていない。仮に提案を受け入れた

としても、結核対策のDOTSセンターとARTセンターの役割分担の明確化、今後のART拡大計画と結核
対策との関係など、明確にすべき問題は山積しており実現には時間がかかると予想される。 

WHO独自の予算では、2005年は 4千万 USドルをポリオ対策に、約 4.5百万 USドルを他の疾患に
使用する予定である。これに加え、CIDAから２年間で 100万 USドル（2005年度は 35万 USドル）
が特に HIV/AIDSのために拠出されている。 
 
(7)CIDA 
「ナ」国における CIDA の活動は①プライマリヘルスケア強化（医療技術専門学校の支援）、②「ナイ

                                                  
31 WHOの提唱している 2005年末までに 300万人に ARV薬を供給するという目標 
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ジェリア AIDS対策基金32」と称するHIV/AIDS活動支援のための基金の出資・運営、③国際機関への
拠出（UNICEFの PMTCTプログラム及び予防と参加プログラムの支援）の３つに分けられる。CIDA
全体の予算額は、５年間(2003‒2008)で 100百万カナダドル（8千万 USドル）である。 
 
(8)グローバルファンド 
グローバルファンドについては直接ヒアリングを行っていないので、資料より引用する。 
「ナ」国では 2004年 6月までに提出した 13通のプロポーザルのうち、2002年 4月に HIV/AIDSに
係る 3案件、2003年 6月、2004年 6月にマラリアの関連の 2案件が承認された。承認されたプロジェ
クトを表 9に、その中の HIV/AIDS関連案件の目標を表 10に示す。 

表９ これまでのグローバルファンドの承認案件とその概要33 
案件名 受け取り 分野 承認年月 予算 

(US$) 
支払われた 
金額(US$) 

ARV拡大計画 NACA HIV/AIDS 2003/06/25 17,772,103 11,787,323 
PMTCT拡大計画 NACA HIV/AIDS 2003/06/25 8,708,684 5,495,276 

国家HIV/AIDS活動に対する 
市民団体の参加促進計画 

ヤクバゴヲン 
センター 

HIV/AIDS 2003/06/25 1,687,599 816,305 

ロールバックマラリア拡大計画 ヤクバゴヲン 
センター34 

マラリア 2004/10/22 20,994,149 8,706,992 

マラリア症例管理の改良計画 
ヤクバゴヲン 
センター 

マラリア 2004/12/03 20,467,000 4,268,800 

 
表 10 グローバルファンド HIV/AIDS関連案件の実施目標 

案件名 案件の目標 
ARV 
拡大計画 

• 1年以内に 14,000人に ARTを実施 
• 25の ARTセンターの強化 
• 1年以内に医療従事者の教育を実施 
• 公的・民間医療機関の連携促進 
• PLWHAの ARTプログラムへの取り込み強化 
• 検査費の無料化 

PMTCT 
拡大計画 

• 妊婦へのサービス供給を行う６つのセンターの設立 
• 18000人の女性への VCTサービスの提供 
• 母子感染予防のため、1000人のHIV陽性の女性に ARTを配布 
• 医療従事者教育によるケアの質の向上 
• PMTCTの成功例を見出すための調査を実施による実施地域の拡大 
• HIV母子感染への関心を高めるための教育キャンペーンの確立 

国家HIV/AIDS活動に対する 
市民団体の参加促進計画 

• HIV･AIDS市民社会諮問委員会の強化による市民社会の対応の調整 
• HIV/AIDSの活動を行っている市民団体と既存のデータベースの乖離を明確化 
• 活動の成功例を見出し、まとめて配布することによるサービスの質の向上 
• 1年以内に最低 12州に情報センターを設置 

 
 

                                                  
32 CIDAが NACAと共同で出資し、Pathfinder Internationalが運営しているHIV/AIDSの活動支援のための基金。 
33 The Global Fund: Portfolio of Grants in Nigeriaより引用 
34 Yakubu Gowon Center: ナイジェリア国内・国際団体の団結を目的として非営利組織。若者の HIV/AIDS認識キャン
ペーン等を実施中。 
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ただし、HIV/AIDS に関するプロジェクトのうち、NGO であるヤクバゴヲンセンターの活動はほぼ
計画どおりに進捗しているが、先の 18頁「2－2－1 (2) ①」、35頁「2－2－2 (8)」で述べたように NACA
の担当するプロジェクトの遅延は深刻な状況である。本プロジェクトで目標としている内容は、一見目

標は達成しているように見受けられるものもあるが、実態としては他ドナーの包括的な援助により行わ

れているものが多く、グローバルファンドの予算を用いた NACA や NASCP 主導による計画の実施が
進んでいないと推測される。それは、検査の無料化など、他ドナーが援助を打ち出していない項目につ

いては進捗が見られていない点からも伺える。また、CCM35の活動費用等が当ファンドより支給されて

おらず、これらの活動費用及び CCMの活動の効率化にかかる費用を他のドナーからの支援を受けてい
る状況である。このような状況にグローバルファンドは落胆しており、未払い分についてはキャンセル

される危険性が高いと報告している 11。 
 
２-３ サイトの状況 
今般調査においては、①州保健省・関係省庁及び現地で活動中のドナーからの聞き取り調査、②対象

州にある医療施設の視察、③州倉庫および調達・物流システムの調査を行った。両州にて訪問した施設

は表 11のとおりである。 
 

表 11 調査を実施した施設一覧 

州 政府機関 
(方針・政策・ 
活動状況の把握) 

連邦病院 
（３次医療施設） 

州立病院 
(２次医療施設) 

州倉庫 
（物流ｼｽﾃﾑの確認） 

ドナー 
(ﾄﾞﾅｰ協調
の模索) 

コギ 
州 

州保健省 ロコジャ 
連邦医療センター 

オケネ州立病院 （病院訪問を優先した 
ため訪問できず） 

－ 

アビア

州 
州保健省 ウムアヒア 

連邦医療センター 
アマチャラ州立病院 
アバ州立教育病院 

州中央倉庫 
保健管理委員会 

UNFPA 

 
２-３-１ 州の基本情報及び保健医療施設の現状 

(1)コギ州 
 コギ州は人口約 300 万人を有し、ロコジャを州都として３箇所の中心地と 21 の LGA がある。州内
の住民の平均収入は月 3,000～5,000 ナイラで、人口の 60%は貧困層36に該当する。医療施設について

は、州内には３次医療施設である連邦医療センターの他に、25の州立病院（各 LGAに最低１つ配置し
ている）を運営し、更に３つの州立病院を設立する予定である。州の HIV感染率は 5.7%と報告されて
いる37。 
 
(2)アビア州 
アビア州は、人口約 280万人を有し、州都のウムアヒアとアバの 2箇所を中心地とし、17の LGAが

                                                  
35 CCM: Country Coordinating Mechanisms.グローバルファンドへのプロポーザル提出の窓口機関で、ナイジェリアの
政府機関や国際機関に属する人で構成される。各団体等はプロポーザルを CCMに提出。CCMはその中から適切なもの
を選定し、グローバルファンドに提出する。 
36 世界銀行が 1日あたりの生活費が 1USドルを貧困ラインとして、全国民に対する貧困ライン以下の国民の割合を%で
表示して貧困の状況を把握するために考案した指標。国家間の比較の際は、国の社会・経済状況を考慮して貧困ライン

を設定する必要がある。 
37 データは口頭にて確認。データは 2004年に、連邦保健省の発行した「2003 National HIV Sero-Prevalence Sentinel 

Survey」に記載されたものと同じであるため、おそらくその値を引用したものと予測される。 
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ある。州保健省は貧困率などの人口データは把握していない。医療施設については、アビア州には連邦

医療センター及び 14 の州立病院があり、連邦医療センター及び州立大学病院が州内のリファラル施設
としての役割を担っている。州の HIV感染率は 3.7%と報告されている 36。 
 
２-３-２ HIV/AIDS対策の実施体制 

(1)コギ州 
コギ州では SACAならびに SACPを設置して州の HIV/AIDSに関する方針を決定し、実際の活動を
行っている。州保健省は HIV/AIDS問題の深刻さを把握しており、州独自に州立病院にて ARTを既に
開始しており、更に PMTCTセンター１施設、VCTセンター３施設を設立することを目標としてドナ
ー（US: USAID、GHAINなど）の支援を求めている。 
ただし、どのような活動方針や活動計画を持っているのか、詳細についての具体的な提示はなかった。

また、連邦政府から州政府への ART拡大計画を含むHIV/AIDSに関する国家政策やガイドライン・ART
拡大計画等は連絡されておらず、州担当者も連邦政府との連携のなさに不満の意を表していた。 

 
(2)アビア州 
アビア州でも、コギ州と同様、SACA と SACP が設置され、州レベルの HIV/AIDS 対策を行ってい
る。 図 7に HIV/AIDS対策の活動に関連するアビア州の組織図を示す。 

図７ アビア州の HIV/AIDSに係る組織図（アビア州聞き取り調査を基に作成） 
  
アビア州では、これまで HIV/AIDSの対策がなされておらず、今年度予定されている UNFPAによる

VCT センター支援をきっかけに、UNFPA の助けを得ながら HIV/AIDS に対する活動計画を策定し始
めた。 
ただし現時点でのドラフトは、2005 年からの計画であるにもかかわらず具体的な活動計画の策定や

予算確保ができておらず、実質的な活動を開始できる状況に到達するにはまだしばらく時間がかかると

予想される。アビア州は、州の人口動態や医療施設の数などといった州の基本的なデータも正確に把握

しておらず、県レベルの状況については全く把握していなかった。また、コギ州と同様、連邦政府より

HIV/AIDS国家政策等の連絡を受けておらず、ここでも連邦政府と州政府の連携のなさが確認された。 
 

２-３-３ HIV/AIDS対策の実施状況 

(1)コギ州 
コギ州では独自に州立病院にて VCT（3施設）、PMTCT（1施設）、ART（施設数不明）を開始して
いる。VCT、PMTCTの詳細は確認できなかったが、PMTCTは UNICEFの支援を受けている。現在

-------- SACA

Common Services
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コギ州では HIV感染者 1945名を登録、うち 460名に対して ARTを実施中である。ARVは州の中央
倉庫で一括購入し、各州立病院が州立倉庫より購入している。 
しかし、訪問したオケネ州立病院では ARVは既に数ヶ月以上の在庫切れの状態にあり、病院からの

患者へのART供給が停止していた。その間患者は、治療を継続するためには一般の薬局から高価なARV
を購入しなければならない。 
一方コギ州の連邦医療センターでは、VCT・ART等の HIV/AIDS予防・治療及びケアに関するサー
ビスは実施しておらず、輸血時の血液スクリーニング、手術前及び HIV 感染の疑いのある患者に対し
てのみ、患者および医療従事者への感染予防を目的として HIV 検査を実施している。感染者に対して
は ART実施施設への紹介状を郵送するのみで、患者の秘密保守、検査前後のカウンセリングやケア、
患者の検査への同意取得などは行われていなかった様子である。 

 
(2)アビア州 
アビア州の医療施設では VCT・ART等 HIV/AIDS予防・治療及びケアに関するサービスは現時点で
は実施しておらず、輸血時の血液スクリーニング、手術前及び HIV 感染の疑いのある患者（一部施設
では妊婦全例を含む）に対してのみ、患者及び医療従事者への感染予防を目的として HIV 検査を実施
している。アビア州では、現時点で ARTを実施している施設はなく、州立病院には AIDS患者を ART
センターのある医療施設にリファーする等の HIV/AIDS サービスの連携体制はない。ウムアヒア連邦
医療センターでは、AIDS患者を他州の病院に照会しているが、ほとんどの患者は費用面・交通アクセ
スの面からも ARTを受けられない。 

 
２-３-４ HIV/AIDSサービスにかかる費用に関する方針 

(1)コギ州 
コギでは、口頭にて貧困者に対する減免システムがあるとの説明を受けたが、該当基準ならびに実際

に減免された患者の記録は提示されず、病院でも当該システムは確認できなかったため、実質的には貧

困者に対する費用の減免措置は存在しないと考えられる。また、コギでも独自に州推奨の価格設定を行

っているが、病院では推奨価格よりも高い金額を徴収しているのが実態である。ART実施施設において
院内で ARV の在庫切れが生じた場合は、患者は民間の薬局にて２倍以上の価格で購入しなくてはなら
ない。詳細な患者負担額は表 12のとおりである。 

 
(2)アビア州 
アビア州においても、州の設定する推奨検査価格よりも高い金額が徴収されている。また、貧困者に

対する支払い減免システムは確認できなかった。詳細な患者負担額は表 12のとおりである。 
表 12 HIV/AIDSにかかる患者負担額 

コギ州 アビア州  政府 
推奨 州推奨 連邦 州 薬局 州推奨 実態 連邦 州 

スクリーニング － 600 
確認試験 

300 300 700 確認 
できず － 

400 600- 
1,000 2,500 

600 

ARV（／月） 1,000 4,500 － 6,500 15,000 － － － － 
ARV年間費用 
(他にCD4等の費用も必要) 

12,000 54,000 － 78,000 180,000 － － － － 

－：実施せず                                    （単位：ナイラ US$1.00=137ナイラ） 
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２-３-５ 州の調達・物流体制について 

(1)コギ州 
コギ州のロコジャ連邦医療センターでは院内に複数の物流システムが混在しており、施設全体の物品

や資金の流れが確立されていない。院内に窓口となる倉庫が存在していたが機能しておらず、検査室が

医薬品・試薬販売業者より直接購入している。検査室内に医薬品・試薬等の出入庫記録はなく、使用量・

予算等も確認できなかった。 
一方州立病院では、州立倉庫が ARV を含む医薬品を一括購入し、各医療施設が州立倉庫に購入に行
く方式を採用している（コギ州の州立倉庫は未確認）。オケネ州立病院では医薬品購入のための交通手

段が病院内にないため、個人所有の車両もしくは救急車を利用している。 
 

(2)アビア州 
アビア州のウムアヒア連邦医療センターも同様に、病院が医薬品・試薬販売業者より直接購入してい

たが、こちらは院内の体制が整っており在庫管理・出入庫記録・資金の流れなど、院内の調達・物流シ

ステムは明確であった。連邦保健省は、連邦医療センターの病院管理・運営について連邦保健省からの

統一された監督・指導体制はなく、センター長の手腕にかかっているとコメントしている。 
一方、州立病院への医薬品・試薬・機材の供給方法については、州立倉庫を管理する州保健管理委員

会が一括購入し、各医療施設が倉庫に購入に行く方式を採用していた。アビア州では州立倉庫に医薬品

等購入のための予算配分をしておらず、州立倉庫は病院からの徴収金で新たな医薬品・試薬等を購入し

ている。州保健管理委員会では医薬品・試薬等の統一した料金体系はなく、各施設が患者から徴収して

いる金額を病院から徴収しており、倉庫に取りに来た施設にその時にある医薬品・試薬等を配布してい

るなど、医薬品・試薬の購入・販売計画、販売価格等は確認できなかった。また、アビア州立倉庫には

冷蔵庫・コールドルームがなく冷蔵の必要な医薬品・試薬・機材の保管はできないため、これらは入荷

した直後にたまたま購入に来た施設に直ちに販売している。訪問した州立病院は、コギ州の州立病院と

同様、個人所有の車両もしくは救急車を利用している。 
 
２-３-６ 各医療施設・検査室の状況と維持管理体制 

(1)コギ州 
ロコジャ連邦医療センターはコギ州唯一の３次医療施設であり、病院のスタッフは総数 416名、その
うち医師 24名、看護士 143名となっている。検査室の構成要員は、検査科学者４名、検査技師４名の
計８名である。検査室では、肝・腎機能、アミラーゼ、血球計算、リンパ球数などの測定が可能で、一

般的な生化学検査は実施している。一方 ELISA測定装置については、DFIDより 2001年に供与された
ものの、試薬が高価なため現時点では使用していない。また、水の精製装置は故障したままで放置され

ていた。定期的な機材の点検・保守体制（例えば冷蔵庫の温度確認など）の記録などは確認できなかっ

た。病院内に物品購入のための課があるが、そこは通さずに直接医薬品・試薬等の販売業者より購入し

ている。機器のメンテナンス・修理については、一般的な院内全般のメンテナンス要員はいるが、医療

機器専門のメンテナンス要員はいない。 
 オケネ州立病院では、職員の内訳、患者数などの情報については確認できなかったが、13名が検査室
スタッフとして働いている。ELISA 測定装置は所有しておらず、HIV 検査には迅速検査キットを使用
している。迅速検査キットが欠品している場合は、外部の検査室に患者を送っている。HIV検査の他に、
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基本的な生化学検査や PCV、総リンパ球数などの測定を行っている。特に乾期に水を確保するのが困難
なため、乾期には患者より水代 10ナイラを徴収している。HIV感染血液の付着した医療廃棄物は区別
して廃棄しているといった説明であったが、実際に現場を確認したところ明確な区別はなされていなか

った。 
CD4 カウントについては、州内の民間の検査施設及び慈善病院の２施設で実施可能であり、ART を
受けている患者は半年に１回、いずれかの施設にて CD4 カウントを行わなければならない。ただし検
査費用は 6,000ナイラと高く、実際には検査費用を払うことのできる患者のみが測定し、支払うことの
できない患者は CD4 の数値は測定せずに ART を受けている。オケネ州立病院での聞き取り調査では、
ARTが受けられる患者は必要と予想される患者の 20%程度で、CD4を受けられる患者数（費用負担が
できる患者のみ、負担可能な時期に施行）はそのうちの 5～10%のみに留まっていることが判明した。
コギ州の保健省は、今後の ART拡大に向けてビルゲイツ財団に CD4カウンターの要請書を提出してい
るとのことである。 

 
(2)アビア州 
ウムアヒア連邦医療センターは、ベッド数 300、患者数は１日あたり約 500名、スタッフは 921名、

そのうち医師は 90名、看護士 280名、検査科学者 18名となっている。検査は通常の生化学検査はもと
より ELISA も試薬を調達して使用している等、装置・試薬共充実していた。医療機器専門の維持管理
要員も配置されていた。ただし、CD4カウンターなど ARTのための検査装置はない。病院長は、ART
の導入を想定した場合、検査スタッフは能力的には問題はないが、装置の維持・操作のための研修は必

要であると認識している。HIV検査については妊婦及び輸血用血液のスクリーニングの目的で、迅速検
査キットにて実施している。検査数は１日あたり平均 15件である。 
アマチャラ州立病院は、スタッフ数 97名、うち医師３名、看護士 38名、患者数は外来も含めて１日

あたり 250～350名である。検査室に検査科学者は従事しておらず、検査技師３名のみにより運営され
ている。検査室に機材はほとんどなく、簡単な顕微鏡、遠心分離機があるのみである。病院に発電機は

あるが、燃料費が捻出できずに電気の供給が止まっているため、冷蔵庫や電気を使う機器・機材は使用

せず、尿検査など試験紙による検査のみを実施している。HIVに関しては、迅速検査キットを用いて妊
婦の検査及び輸血用血液のスクリーニングを行っているが、迅速検査キットが３ヶ月以上在庫切れのた

め実施していない。その他、マラリア・梅毒の検査は実施しているとのことであった。 
アビア大学病院では先方の了承が得られなかったため、詳細な調査を行うことができなかった。検査

室には 1990年代に連邦保健省より入手した ELISA測定装置があるが、故障のため現在は使用していな
い。ウェスタンブロット38や CD4カウンターなどもなく、実質的には基本的な生化学検査と簡単な検査
のみを行っていると予想される。HIV検査には迅速検査キットを使用、妊婦に対する定常的な検査は行
わず、手術・帝王切開など外科的治療が必要な時のみ実施している。 
アビア州の検査体制については州保健省の認識どおり、州立病院内に検査室はあるが実質的な機能を

果たしておらず、設備・人材ともにレベルが極めて低かった。州保健省は理由として検査要員はいるも

のの、1)冷蔵庫など機材保管機能がない、2)試薬や測定機器などがない、3)HIV/AIDS に対する偏見を
取り除くためのコミュニティーモビライゼーションが不足している、4)検査技術・能力の蓄積（キャパ

                                                  
38 ウエスタンブロット法：ゲル電気泳動によって分子量ごとに蛋白を分離し、さらに抗原抗体反応によって特定のタン
パク質を発色させてその存在を肉眼観察する方法。発色反応に加えて分子量の情報が得られることから ELISA法より
も特異性が高いといわれる。 
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シティビルディング）が足りないため医療検査システムが確立されていない、等の問題をあげていた。

検査室の設備・人材の両面でレベルを高める必要性は認識していたが、そのための具体的な予算や活動

計画については言及されなかった。州内の連邦病院および州立病院計 15施設のうち、HIV検査を実施
できるのは今回訪問したアマチャラ州立病院、ウムアヒア連邦医療センター、アビア州立大学病院の他

にもう１施設のみである。州内に CD4を測定できる施設はない。 
 
２-３-７ HIV/AIDS検査の現状 

(1)コギ州 
コギ州で訪問した２施設はいずれも HIV 検査に ELISA は使用しておらず、輸血用スクリーニング、

通常の検査のどちらも HIV迅速検査キットにて判定を行っている。ただし、連邦保健省の HIV検査キ
ットに関する指針（27 頁「２－２－１(6)」参照）は徹底されておらず、それぞれの医療施設で異なる
迅速検査キットを使用、その中にはWHOの評価リストに掲載されていない製品（エイコン、レッドド
ット HIV1-2、SODODFX ダイアグノスティクス等）も含まれていた。また、病院スタッフ内の
HIV/AIDS に対する偏見は未だに強く、医療従事者の間でも HIV 感染者に対する処置を拒む等の問題
が依然として存在することがあげられた。 

 
(2)アビア州 
アビア州では、訪問した３施設とも HIV の検査には迅速検査キットを使用している。ウムアヒア連
邦医療センターの検査室では ELISA自体は利用しているが、HIV検査には使用していない。ただしコ
ギ州と同様、ウムアヒア連邦医療センター、アビア州立大学病院ともにWHOの評価リストに掲載され
ていない製品（Q-スポット）を使用しており、連邦保健省の提唱する HIV 検査の指針はここでも徹底
されていなかった。アマチャラ州立病院については、迅速検査キットの在庫切れのため使用銘柄を確認

できなかった。 
 
２-３-８ 他ドナーの活動状況 

(1)コギ州 
コギ州は、UNICEF による医療従事者のための PMTCT 教育ならびに世界銀行及びアフリカ開発銀
行のローンを受けているとのことであったが、ローンについての具体的な使途は提示されなかった。 

 
(2)アビア州 
アビア州では現在、UNFPA がリプロダクティブヘルスの一環として VCT センター設立を支援して

いる。UNFPAアブジャ事務所によると、アビア州で２ヵ所（アビア州立大学病院およびンカタリケヘ
ルスセンター）を VCT 設置箇所に選定して職員のトレーニングを終了し、机などの機材の設置を済ま
せており、HIV迅速検査キットなどの物品を調達できれば VCT活動を開始できるとのことであった。
しかし、アビアのUNFPA現地担当者によると、当初は 17箇所にVCTセンター設立を予定していたが、
UNFPA アブジャ事務所の指示で５ヵ所に変更し、うち３箇所（アバサウス LGA、ウグワブーLGA、
ンカタリケヘルスセンター）で先行実施の予定であり、ンカタリケヘルスセンターでは情報・教育・コ

ミュニケーション機材の設置やカウンセリングルームの整備が終了している。州保健省の倉庫で

UNFPA が調達した VCT センター用の机や椅子を確認したが、現段階では未配布であった。また、５
箇所のうちの１箇所を基幹 VCTセンターとする予定で、現在この VCTセンターの運営を任せることの
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できる現地の NGOを探している。 
UNFPAは VCTに ARTが不可欠であることは認識しており、現在他州への陽性患者のリファラル体
制を模索中である。既に ARTセンターを運営している近隣の州（イモ州：オウェリ連邦医療センター、
リバー州：ポートハーコート大学病院）に AIDS患者を照会する連携を取れるよう検討している。同時
に UNFPAではアビア州政府にも ARTの重要性を訴えて、州政府のコミットメントを求めている。 

UNFPA のプロジェクトは 2007 年で終了の予定である。その後の運営については州が行うべきとの
コメントであったが、具体的な移管計画は現時点ではない。 
 
２-４ 調査結果によるサイトでの問題点 
現地調査の結果、無償資金協力により本件を進めようとすると、以下のような問題が確認された。 
(1)連邦保健省の策定した全国レベルの HIV/AIDS対策戦略や ART戦略はあり、既存の 25箇所の ART
センターも稼動しているが、2005年度に新規に ARTを導入すると決定された７州についての具体
的な ART拡大計画がなく、予算措置もなされていない。 

(2)コギ、アビア両州政府とも、連邦政府が把握していなくても独自に HIV/AIDS 対策を計画ないしは
実施しているが、予算措置も考慮した上での具体的な活動計画が確認できない。 

(3)連邦政府･連邦 HIV/AIDS 機関、州政府及び州の HIV/AIDS 機関、県 HIV/AIDS 機関の間の連携が
取られていない。どのような活動を計画ないしは実施しているか、互いに把握していない。 

(4)施設によって HIV/AIDS 対策の実施状況(使用する資機材、ドナー支援内容、各種検査料金設定等)、
病院マネージメントの状況等がばらばらであり、連邦傘下の施設でも州立の施設いずれであっても、

個別に詳細な調査を行わなければ対象施設の状況を把握できない。この状況は病院でも各種センタ

ーでも倉庫でも同様である。 
(5)HIV/AIDS 対策の特徴として資機材が早い速度で変化するため、適切なタイミングで適切な仕様の

HIV/AIDS検査用機材（ELISA測定装置、血液スクリーニング用の HIV迅速検査キット、CD4カ
ウンター）を特定し、調達する必要がある。 

 
２-５ 要請内容の妥当性の検討 
２-５-１ ELISA測定装置 

ELISA 測定装置については、今回訪問した施設において過去に DFID や連邦保健省が配布していた
機材があったが、試薬が高い、故障のため使えない等の理由で、研究機関を除き、輸血用血液の HIV
スクリーニング用にはほとんど使用していなかった。また、冷蔵保存の必要な試薬があり、これまで述

べてきたような調達･物流システムの現状に照らし、かかる試薬をサイトに輸送するのは困難が予想さ

れる。さらに、要請時の ELISA測定装置使用目的であった輸血用血液の HIVスクリーニング改善に関
していえば、今般訪問した施設の大半は HIV 迅速検査キットを使用していた。以上から、輸血用血液
の HIVスクリーニング改善を目的として、無償資金協力により ELISA測定装置を調達することは、時
期遅しと考えられる。なお、ELISA測定装置そのものは HIVのみならず、感染症全般に使用できる機
材なので、感染症の研究やサーベイランス用といった目的であれば、調達して有効に使われることは考

えられる。 
 
２-５-２ HIV迅速検査キット 
今般調査においては、輸血用血液の安全性スクリーニングのための ELISA 測定装置の代わりに、現
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在使用されるようになった同キット調達の可能性を、要請はないものの検討した。同キットは輸血用血

液の安全性スクリーニングに加え、VCTセンターでも使用しうるので、同センターへの供給も視野に入
れた検討を行った。 
しかし、2-3で述べたように、コギでは州立の 3箇所で VCTサービスを実施しているのみであり、3

箇所に加えての拡大計画は確認できていない。アビアでも、UNFPA の支援（2005～2007 年）を得て
VCTを開設する計画であるが、設置予定数も３～１７との聞き取り調査結果であり、全容は不明確であ
る。両州で連邦保健省傘下の VCTが設立される計画は、今のところない。 
輸血用血液の安全性確保に関し、これを管轄するのは連邦保健省 病院サービス課である。今般調査
では NASCPをはじめとして連邦保健省関係者とのアポが（直前キャンセルや急病等により）適確に取
れず、効率的な調査日程が組めなかったこともあり、同課からのヒアリングは実施できなかった。 
結局詳細は詰められなかったが、HIV迅速検査キットの単価や両州のセンター数、また予想される検
査数等に照らし、無償資金協力の規模を活用して同キットを調達するには、両州だけでなくかなり数の

VCTセンターの活動状況を調査する必要がある。しかも、調査して調達の妥当性が確認できたとしても、
納品までの間に必要かつ妥当な銘柄が変化する可能性も否定できない。 
以上から、HIV迅速検査キットは、無償資金協力により調達するよりも、足の早い、規模の小さいス
キームを活用し、当初対象とした７州にこだわらず、活動状況が明らかな VCT センターをターゲット
とする方が、効果的な支援が可能と考えられる。ただし、｢ナ｣国の調達･物流システムの問題を考慮す

ると、キットを継続的に VCTセンターに確実に輸送する仕組みも検討する必要がある。 
 なお、アビアを訪問した際、VCT センターの支援を計画中の UNFPA は、HIV 迅速検査キットなど
の物品さえ調達できればセンターを開始できると説明し、我が国が HIV 迅速検査キットを調達するこ
とによる連携の可能性が示唆された。1－8で述べたように我が国のスキームに限界がある状況では、他
ドナーとの連携による支援は効果的と考えられる。しかし、聞き取ったセンター数も３～１７とばらつ

きがあって必要数を確認できない上、初めに 100キット用意し、１ヶ月あたりの消費量を基に必要量を
予測して補充する、という UNFPAの考え方を基にすると、VCTセンター開始時に必要な HIV検査キ
ットの費用は、１VCTセンターあたり約 100～200USドルであり、VCTセンター開始の阻害要因とは
考えにくい。 
問題はむしろ、UNFPAが計画している基幹 VCTセンターの運営を任せられる NGOが見つかってい

ない、HIV 迅速検査キットの配送システムが確立できていない等が影響していると予想される。また、
｢ナ｣国政府は 1-8で述べたように、各ドナーそれぞれがある部分を丸抱えで支援することを期待してい
るようなので、我が国の各種スキームの限界と連携の重要性について「ナ」国連邦政府の理解を得るに

は、時間が必要と考えられる。UNFPAとの連携を進める場合には、このような点に考慮する必要があ
る。 

 
２-５-３ CD4カウンター 
現在の「ナ」国政府の HIV/AIDS対策の重点である治療に不可欠な機材である。これまで述べてきた
ように、連邦傘下の ART センターは稼動しているが、新規に拡大が予定されている 7 州については、
ART設置計画を確認できなかった。コギでは州立病院で ARTを開始しているが、アビアでは開始の予
定はない。ARTを開始する場合、安定供給が途絶えると患者の薬剤耐性や試薬の欠品・試薬の期限切れ
等により検査が行えないといった状況等を引き起こす可能性がある。 
また、既存の ART センターで現地調査開始前に主流とされていた機種が、現地調査入りした時点で
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は既に調達されなくなっており、変化の速度が速い機材といえる。しかも、機材によって使い方が異な

るので導入するには研修が必要であるが、変化が早いせいか、｢ナ｣国政府は使用する機材についての方

針を定めていない。他ドナー（例えば PEPFAR）は、同等の機材を供給する際に入念な研修・モニタリ
ングを実施している。 
更に、対象州内の医療施設内の検査室レベルが異なることが確認されため、設置環境について十分な

調査を行った上で CD4カウンターを維持管理できる施設を選定する必要がある。 
以上から、CD4カウンターについても、無償資金協力により調達するよりも、足の早い、規模の小さ
いスキームを活用し、当初対象とした７州にこだわらず、活動状況が明らかな ART センターをターゲ
ットとする方が、効果的な支援が可能と考えられる。なお、当該センターに新しい機材が導入される場

合は、必要な試薬を含めてセンターまで確実に輸送するとともに、メーカー等による研修が必要であろ

う。 
 
２-６ 研修計画 
２-６-１ ワークショップ開催 

 2002年～2004年まで実施した国別特設研修｢ナイジェリア HIV感染予防対策コース｣に参加した 14
名の帰国研修員を対象に、当該研修の評価及びフェーズ 2の内容の参考とするため、ワークショップを
開催したところ、14名中 9名が参加した。参加者一覧は次表のとおりである。 
 名前 性別 研修年 所属 参加の有無 
１ Akpan Peter Richard 男 2004 UTH, Ibadan Yes 
２ Achegbulu Onche Phillip 男 “ USF UTH, Sokoto Yes 
３ Dawha Ishaya Mwajim Kwambali 男 “ NACA, Abuja No 
４ Yakubu Ichiro 男 “ NASCP, Abuja Yes 
５ Ngozi Chiyere Regina Nwanerih 女 2003 NASCP, Abuja No 
６ Fati Abbasidi 女 “ Yobe State Yes 
７ Frederica Oluwafunmilayo Jaja 女 “ NASCP, Abuja No 
８ Nogieru Ogieva Igbinoba 女 “ Edo State Yes 
９ Aderemi Dasalu 男 2002 Lagos NA 
10 Dan Ifeanyi Onwujeka 男 “ NIMR, Lagos Yes 
11 James Jimoh Edo 男 “ NASCP, Abuja No 
12 Marafa Mohammed Iya 男 “ District Hos, Abujua Yes 
13 Levi Geoffrey Uzono 男 “ NASCP, Abuja Yes 
14 Issa Bolakale Kawu 男 “ NASCP, Abuja No 
15 Hassan Saidu Labo 男 “ Prison HQ Yes 
 この表から分かるように、首都アブジャ以外の地域からの出席率は 100%（5/5）であったが、首都圏

の出席率は 44%（4/9）で、その差は顕著であった。後者の出席率の低さは今後の課題として追跡する必

要があると思われる。 

 
２-６-２ ｢ナイジェリア HIV感染予防コース｣に対するコメント 

ワークショップで出された主なコメントは次のとおりである。 
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○ とくに 2004年の研修生はラボ出身であったため、ラボのベンチワークが計画されなかったことは
残念であった。 

○ エイズ治療薬と CD４カウンターが高価であるため、リソースがない地域ではこれらにアクセスが
困難である。CD4 カウンターがないところでは、WHO の臨床症状とサロゲート指標を利用する
ことを考慮すべきである（たとえば Kogi州ではこれが行われていた）。 

○ エイズ治療薬に関する国のガイドラインは存在するが、広く普及していない。そのため州や施設に

おいて使い方が統一されていない。 
○ 札幌での研修はトレーナーのためのトレーニング（TOT）であった。したがって、研修生は帰国
後自分たちのところで同じような研修を実施し、見聞した技術や知識をひろく同僚に伝達すべきで

ある。連邦政府の職員 1人だけがこれまでこのワークショップを現地で実施している。JICAはこ
の現地でのフォーローアップ・ワークショップについてプロポーザルを提出するように要請してい

る。現地で実施するワークショップについては WHO などの国際機関との協力で実施することが
望ましい。 

私設の医療機関や医療関係者と研修生の連携も奨励される。というのは、多くの住民は「差別」「偏見」

を恐れて、公的機関よりも私設の機関を利用するからである。 
 
２-６-３ フェーズ２に向けた課題 

 参加者から、次の点が指摘された。 

○ 研修生のニーズに合った研修内容にすべきである。たとえば、ラボ出身の研修生であれば、実際に

ラボでの訓練も必要である。 
○ 「ナ」国において課題である実際的な問題についてもっと討議するセッションを設けて、日本の経

験を共有するようにする。 
○ 日本語の特訓をもっと増やし、両国の文化の交流を図るべきである。 
○ 医療従事者を HIV/AIDS から予防する方法（たとえば universal precaution）を研修内容に追加
すべきである。これによって、医療従事者が持つ「差別」「偏見」を軽減するのに役立てることが

できる。 
多国の研修生が混じった研修 (inter-country workshop) は、それぞれの国の経験や実例を共有できる
ので、一つの国からの研修生による研修 (country-focused training)よりも効率的であり、推奨される。 
 
２-６-４ 今後の進め方 

 今後の「ナ」国における取り組みとして、次のことが提案された。 

z JICAナイジェリア事務所は、これらの関係者と引き続き協議し、具体的に計画を立案する必要が
ある。 

z 連邦政府の意向もさることながら、地方の研修生の意見や要望も十分に汲み取れるような連携が

必要である。 
z WHOはこの種のワークショップに積極的に参加する意思を示しており、JICAナイジェリア事務

所は連邦政府とWHOの連携を調整することが望まれる。 
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第３章 環境社会配慮調査必要性の有無 
３-１  環境社会配慮調査必要性の有無 
今回の無償資金協力は、カテゴリーCに該当し実施によって引き起こされる環境への影響はないため、

環境社会配慮調査は必要ではないと判断する。 
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第４章 結論・提言 
４-１ プロジェクトの妥当性と検討結果 

1－8、2－4、2－5で詳述したとおり、7州を対象とし、ELISA測定装置及び測定用試薬、HIV迅
速検査キット、CD4 カウンターを無償資金協力により調達することは、現在の状況では困難と考えら
れる。 
国別特設研修「ナイジェリア HIV感染予防対策コース」フェーズ 2はワークショップの結果を踏ま

えて今後カリキュラムを検討することとなる。現地国内研修については、無償資金協力を進めること

が困難と考えられるため、無償と連携する形での実施は想定しない。なお、現地国内研修の実施場所

候補として調査したイバダン大学は、実施場所となることに前向きであったが、無償資金協力の実施

が困難と考えられることに鑑み、現地国内研修の実施先としての検討は、当面行わない。 
 
４-２ 提言 
今般の調査の結果、無償資金協力による支援は困難との結論に至っているが、HIV/AIDS対策に対す
る支援が必要なことには疑いの余地がないので、今後の支援の方向性を検討するのに参考になると考え

られる次の点を提言したい。 
（１） 新規に HIV/AIDS 対策の開始が予定されている州に対する支援は、慎重に考えることが望ま

しい。むしろ、他ドナーと連携し、既存の VCT、ARTセンターのキャパシティ拡大支援（資
機材供与、マネージメント支援等）、また両者間のレファラル体制構築支援（マネージメント

支援等）、医療従事者の能力拡大支援（研修等）等、既に基盤が構築されている活動のキャパ

シティ向上や改善を主眼に置く方が、我が国の限られた支援リソースを有効活用できると考

えられる。 
（２） 既存の各種センターに対する支援については、新規に立ち上げるリスクはすくなく、また治

療を拡大している時期であることからこれから各センターでのサービスの拡大が想定される

ため、その機能の充実のための支援を前向きに考える余地がある、なお、検討する際には、

現在連邦保健省傘下の ARTと PMTCT（VCTセンター内包）が異なる部局下にあり、PMTCT
から ARTへのリファーがなされていない状況（ミニッツ 6-4参照）であり、ARTの利用の拡
大のためにはそのリファーの促進が効果的であることから、可能であれば包括的な支援を検

討することが望ましい。 
（３） 一方、拡大する HIV感染をとにかく食い止めるための足の速い支援に主眼を置き、他ドナー

と連携して、新規導入であっても可能な投入を集中的に行い、予防、治療、ケアをできる限

り包括する支援を行うのも、一つの考えではある。例えば、UNFPAの VCTセンター設置予
定州のうち、ART導入予定のない州に対する ARTセンターの設置ならびに ARVや検査機材
の支援などである。そのためには、対象施設での ARTセンター設置のための下準備（用地・
スタッフの確保など）、ARV供給・物流システムの確立、州内のリファラル体制の整備等も必
要になろう。医療従事者に対する訓練も重要であり、訓練内容については研修カリキュラム

策定を支援しているWHO（34頁「2－2－2 (6)」参照）との協調が有効であり、協調が順調に
進めば現地国内研修といった形態での支援の検討も可能であろう。検討に際しての課題は多

いが、このような検討が進むようであれば、現地国内研修先の候補であったイバダン大学と、

今後の協力の方向性を検討するといったことも可能となろう。 
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（４） 1-8(2)や第 2 章の随所で述べたように、｢ナ｣国の HIV/AIDS 対策の現状は、施設ごとにばら
ばらと言える。現地調査開始前は、対象州をどのように選定するかに腐心したが、今後何ら

かの支援を検討するのであれば、まず、候補となる施設の現状を詳細に把握し、優良施設を

選定する必要がある。更に優良施設については、連邦傘下か州立かを考慮に入れる必要があ

る。連邦医療センター（3次）の責任機関は連邦保健省であるが、州立病院（2次）が対象と
なる場合、連邦、州いずれの機関も協議対象となる。今回の調査から、連邦と州の調整には

時間と労力を要すことが確認できており、その意味では、優良施設の中から連邦医療センタ

ーを選ぶことが最も足の早い支援といえる。しかし、レファラル体制の構築や連邦、州の連

携促進という観点からは、両施設を対象とできることが望ましい。 
（５） 連邦傘下、州立いずれの施設を対象とする場合でも、それら施設が位置する州の数（モニタ

リングが可能な程度の数とすることが肝要）や、6 地政ゾーン（各ゾーン 6 州からなる｢ナ｣
国の地域区分）のバランスという「ナ」国固有の事情を考慮する必要がある。このような形

で対象施設・州を日本側が選定すると、連邦政府との交渉は難航すると想像されるが、先行

する他ドナーですら、実施しやすい州に絞って支援している現状を考慮すると、現実的な考

え方といえよう。また、｢ナ｣国の治安情勢は全般に悪く、治安の悪化により調査が中断する

州もあることを考慮して、複数州を対象とすることは必要かと考えられる。 
（６） HIV/AIDS 対策にかかる各種サービスは、診察を除いてすべて有料であり、貧困層を考慮し

た負担減免制度等の措置は、現時点では取られていない。連邦保健省は HIV/AIDS 検査料金
300ナイラ～400ナイラ、ARV薬料金 1,000 ナイラを推奨価格としているが、施設ごとに料
金設定は異なっており、調査した範囲では全体的に同推奨価格より高額であった。「ナ」国一

人当たりの平均国民所得（44,160ナイラ(320US$)/年）や、国民の 70％が 1日１US＄以下で
生活している現状を考慮すると、この料金は多くの患者にとって負担と考えられ、裨益対象

が限定されることが懸念される。支援内容の検討に際しては、各種サービスの安定供給とい

う考え方から、料金設定についても検討の必要がある。 
（７） 各種検査のための資機材は、2-4で述べたように、速い速度で進化している。このため「ナ」

国政府が使用機材についての方針を決定できないという事情は理解できるが、結果として、

施設ごとにばらばらな資機材が使用される状況となっている。今後何らかの支援を「ナ」国

政府が要望するのであれば、変化するという前提でかまわないので国としての使用機材にか

かる方針を策定し、それだけでなく各施設に至るまで周知徹底させることが望ましい。 
 
もちろん、このような支援の実現には連邦保健省、対象州のコミットメント、日本サイドからの働

きかけも必要であろう。時間は要するが、このように対象施設・州を絞った上で他ドナーとの協調に

よる包括的な支援を継続的に実現することが、比較的有力な選択肢と考えられる。 
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